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平成２６年（ネ）第１２６号 大飯原発３、４号機運転差止請求控訴事件 

一審原告 松田正 外１８４名 

一審被告 関西電力株式会社 

控訴審第３３準備書面 

－原子力規制委員会の「考え方」が不合理なものであること－ 

 

２０１７年（平成２９年）６月２３日 

名古屋高等裁判所金沢支部民事部第１部Ｃ１係 御中 

一審原告ら訴訟代理人弁護士 島  田     広 

同     弁護士 笠 原 一 浩 

ほか  

第 1 はじめに（甲４８１の序論部分参照） 

原子力規制委員会は，２０１６年６月２９日開催の会議において，原子力規制

庁が作成した「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」（以下「考

え方」という。）を了承した1。「考え方」は，この僅か１回の会議で策定され，

その後，同年８月２４日に改訂されている2。 

原子力規制庁の説明によれば，「考え方」は，新規制基準の内容や考え方につ

いて，設置許可基準規則を中心に解説する資料として作成されたものであり3，

更田委員によれば，「考え方」は，法律や規則で要求しているものと安全対策を

つなぐ，安全対策の基本的な考え方を理解するための文書ということである4。 

しかし，上記のとおりわずか１回の会議を経たのみで策定されたことや，田中

委員長が上記会議において訴訟対策として「考え方」を作成したと発言し（甲４

                         
1 「平成２８年度原子力規制委員会１８回会議議事録」２７頁 

https://www.nsr.go.jp/data/000155742.pdf  
2 https://www.nsr.go.jp/data/000155788.pdf  
3 「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方に関する資料の作成について」 

https://www.nsr.go.jp/data/000155313.pdf  
4 「平成２８年度原子力規制委員会１８回会議議事録」２５頁 

https://www.nsr.go.jp/data/000155742.pdf
https://www.nsr.go.jp/data/000155788.pdf
https://www.nsr.go.jp/data/000155313.pdf
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８１のⅰ～ⅱページ参照），これを受けて「考え方」が了承された5ことからも示

されるように，この「考え方」は，法が要求する，最新の科学的知見を反映させ

た万全の安全対策を示したものではない。 

また，「考え方」はあくまでも，原子力規制委員会の「主張」を記載している

に過ぎない。「考え方」の項目の中には，これといった理由を述べることなくほ

とんど結論しか述べていない項目が多い。このような「考え方」が「原子力規制

委員会がそのように結論付けている」という理由だけで安易に採用されるとす

れば，必然的に誤った判断を招き，司法が単に行政に追随するだけの機関に堕す

ことになる。 

そして，上記懸念は，杞憂とはならず，大津地裁２０１６年３月９日高浜原発

３・４号機運転差止仮処分決定の抗告審において，大阪高裁は，「考え方」の内

容の当否を検討することなく，「原子力規制委員会がそのように結論付けている」

という理由だけで「考え方」を安易に採用し，２０１７年３月２８日，高浜原発

３・４号機運転差止仮処分決定を取り消した6。かかる判断が明らかに誤りであ

ることは，同決定が原子力規制委員会の委員長代理という要職にあった，我が国

を代表する地震学者である島崎邦彦氏の科学的知見を「不合理」と断じたことか

らも明らかである。 

「考え方」の中には，法令の規定，確立された国際的な基準（控訴審第２２準

備書面で述べたように，これは法律が明文で要求していることである），あるい

は今日の科学的知見に反する記載が随所に見られる。このような不合理な「考え

方」に基づいて作成された新規制基準に依拠した審査では，深刻な原発事故の発

生が避けられない。このことの詳細は甲４８１で，客観的な証拠を摘示した上で

詳しく述べられており，一審原告もこれらの記載を援用するが，本準備書面にお

いては特に，その中でも要点に絞って主張する。 

御庁におかれては，安全性を著しく軽視する原子力事業者及び規制当局に安

易に追従して福島第一原発事故を招いた司法の反省を踏まえ，同報告書（甲４８

１）の内容を十分ご検討いただき，新規制基準や適合性審査の合理性・妥当性に

ついては慎重に吟味し，福島第一原発事故のような悲劇を二度と繰り返さない

という改正された原子力関係法令の趣旨を実現していただくよう，心より願っ

てやまない。  

 

第２ 原子力規制委員会の構成における違法（甲４８１の１～１２ｐ） 

１ 前提：国会事故調は両議院の同意を得て両議院の議長が任命した委員長

                         
5 「平成２８年度原子力規制委員会１８回会議議事録」２７頁 
6 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/086742_hanrei.pdf  

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/086742_hanrei.pdf
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及び委員に選任されたこと，およびその提言内容 

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）は，東京電力福

島原子力発電所事故調査委員会法により両議院の同意を得て両議院の議長

が任命した委員長及び委員（計１０名）が東京電力あるいは政府という事故

の当事者や関係者から独立した調査を国家の三権の一つである国会の下で

行うために設置された委員会であり，２０１２年７月５日，両議院の議長に

国会事故調報告書7を提出した。 

国会事故調は，福島第一原発事故の根本的原因として，地震及び津波対策

の未実施並びにシビアアクシデント対策の不備を挙げ，これらは，規制当局

と事業者との間で，「原発はもともと安全が確保されている」という大前提

が共有され，既設炉の安全性，過去の規制の正当性を否定するような意見や

知見，それを反映した規制，指針の施行が回避，緩和，先送りされるように

落としどころを探り合う中で生じたものであることを指摘している8。 

このように規制当局が規制の先送りや事業者の自主対応を許すことで，

事業者の利益を図るなど，規制当局の推進官庁及び事業者からの独立性が

形骸化していた結果，福島第一原発事故が発生した。 

国会事故調は，「規制当局は組織の形態あるいは位置付けを変えるだけで

はなく，その実態の抜本的な転換を行わない限り，国民の安全は守られない。

国際的な安全基準に背を向ける内向きの態度を改め，国際社会から信頼さ

れる規制機関への脱皮が必要である。また今回の事故を契機に，変化に対応

し継続的に自己改革を続けていく姿勢が必要である」と結論付け9，新しい

規制組織の要件として，「①政府内の推進組織からの独立性，②事業者から

の独立性，③ 政治からの独立性を実現し，監督機能を強化するための指揮

命令系統，責任 権限及びその業務プロセスを確立する」という「高い独立

性」を要件とすることを提言している10。 

政府事故調も，ほぼ同様の提言をしている。 

２ 原子力規制法２条２項、及びＩＡＥＡ安全基準 

福島第一原発事故を受けて改正された原子力基本法２条２項が安全の確

保について「確立された国際的な基準を踏まえ」て行うものとしているとこ

ろ，原子力規制機関として必要な独立性，中立性について，ＩＡＥＡ安全基

準の「政府，法律及び規制の安全に対する枠組み」（ＧＳＲ Ｐａｒｔ１（Ｒ

                         
7 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版） 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/pdf/naiic_honpen.pdf  
8 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１０～１２頁 
9 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１８頁 
10 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）２１頁 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/pdf/naiic_honpen.pdf
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ｅｖ．１））は，原子力規制機関は，その安全関連の意思決定に対する不当

な影響から実効的に独立していることを確実なものとしなければならない，

その意思決定に不当な影響を及ぼす可能性のある，責任又は利害を持つ組

織とは機能面で分離されていることを確実なものとしなければならないと

している。したがって，原子力規制委員会もかかる要件を満たさなければな

らない。 

 ３ 欠格要件に関する法の明文規定、国会で明らかにされた立法者意思、及び

ガイドライン 

原子力規制委員会設置法（設置法）７条７項は委員長及び委員の欠格要件

について定めるところ，その趣旨は，委員就任時はもちろんのこと，過去に

原子力事業者の役員や従業者であったという経歴を有することは，欠格事

由に該当する，あるいはこれに準ずると捉える点にある。 

  このことは，設置法案審議中の２０１２年６月１８日及び翌１９日の参

議院環境委員会において，立法者の意思として確認されている。 

  同月１８日の参議院環境委員会では，委員長及び委員の独立性について，

下記質疑がなされており，過去に原子力事業者の役員や従業者であったと

いう経歴を有することは，欠格事由に該当する（準ずる）ことが確認されて

いる11。 

〇水野賢一君 

…（略）… 

だから，ちょっと立法者の意思として教えてもらいたいと思うんです

けど，例えば東京電力とか原発を持っているような会社の役員だった，過

去に役員だった人とかというのは，これ委員になれるんですか。 

〇衆議院議員（生方幸夫君） 

…（略）… 

 普通に考えて，今般の東電の事故を見ても，いわゆる原子力村というふ

うに言われている人たちの中で行われていたことが事故を拡大させたと

いうこともございましたので，これからつくられる原子力規制委員会に

ついては，そういう村にかつて属して，どっぷりつかった人たちが委員に

なる，あるいは委員長になるということは考えられないし，それが適当で

あるというふうには私は思いません。 

〇国務大臣（細野豪志君） 

…（略）… 

                         
11 「第１８０回国会 参議院環境委員会会議録第６号」３１頁 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0065/18006180065006.pdf 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0065/18006180065006.pdf
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 そこは，これからの委員の選定というのは，もちろん法的な欠格事由も

明確にした方がいいと思いますし，法律的にそうなっていますから，今回

は。さらには，それにとどまるのではなくて，ガイドラインを設けて厳し

い基準の下でやると。さらに，それに上乗せをしてさらに情報公開とい

う，やはり三段階ぐらいの厳しさを持たないと国民の皆さんから受け止

められないというふうに思うんですね。 

  翌１９日の参議院環境委員会においても，下記質疑がなされており，過去

に原子力事業者の役員や従業者であったという経歴を有することは，欠格

事由に該当する，あるいはこれに準ずると捉えることが法の趣旨であるこ

とが確認されている12。 

〇水野賢一君 

…（略）…要は，この法案（引用者注：原子力規制委員会設置法案）の７

条にもいろいろと書いてあることというのは，つまり原子力関係者たち

は駄目よみたいなことは確かに書いてあるんですけど，これを見ると，

法文だけ見ると現在のことのように見えるんですけど，これは現在だけ

じゃなくて過去もそれに準ずるという理解でよろしいんでしょうか。 

…（略）… 

〇衆議院議員（近藤昭一君） 

…（略）… 

準ずるということでございます。 

そして，内閣官房原子力規制組織等改革準備室は，２０１２年７月３日，

「中立公正性及び透明性の確保を徹底することが必要」であるとして，原子

力規制委員会の委員長及び委員の要件について，上記設置法７条７項の欠

格要件に関するガイドライン「原子力規制委員会委員長及び委員の要件に

ついて13」を定め、以下を欠格者とした。 

就任前直近３年間に，同一の原子力事業者等から，個人として，一定額以

上の報酬等を受領していた者 

 

４ 選任された委員長及び委員が欠格事由に該当すること 

ところが実際に選任された原子力規制委員会の委員には，下記のとおり設置

                         
12 「第１８０回国会 参議院環境委員会会議録第７号」９～１０頁 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0065/18006190065007.pdf 
13 内閣官房原子力規制組織等改革準備室「原子力規制委員会委員長及び委員の要件につい

て」 
http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/120703/guideline.pdf 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0065/18006190065007.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/120703/guideline.pdf
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法７条７項３号又は上記ガイドラインにおける欠格事由があった14。 

  政府は，２０１２年７月２６日，国会に原子力規制委員会の委員長及び委

員の人事案を提示したが，人事案を提示した時点において，委員候補とされ

ていた更田豊志氏（現在は委員長代理）は，独立行政法人日本原子力研究開

発機構の副部門長であった。同機構は，高速増殖炉もんじゅを設置し，東海

再処理工場を保有する原子力事業者であり，まさに設置法７条７項３号の

定める再処理事業者と原子炉設置者に該当することが明らかであった。 

また，委員候補とされていた中村佳代子氏についても，公益社団法人日本

アイソトープ協会のプロジェクトチーム主査であった。同協会は，研究系・

医療系の放射性廃棄物の集荷・貯蔵・処理を行っており，「原子力に係る貯

蔵・廃棄」の事業を行う者であり，設置法の施行後は原子力規制委員会によ

る規制・監督に服することになるのであって，設置法７条７項３号の定める

原子力事業者等に該当することが明らかであった。 

その結果，独立行政法人日本原子力研究開発機構（旧動燃）副理事長，原

子力委員会委員長代理，原子力学会会長を歴任し，まさに福島第一原発事故

の発生に直接的又は間接的に寄与した人物というほかない田中俊一氏が委

員長に選任された。 

しかも，政府が２０１２年７月２６日に提案した人事案に基づく委員長

及び委員の選任については，法が要求する両議院の同意（設置法７条１項）

すらないままに選任が断行された15。 

当該人事案については，上記のとおり欠格要件に該当する者や明らかな

不適格者が含まれていたため，「人事案撤回」の世論が日増しに強まり，野

党議員はもとより与党議員の中からも，委員長及び委員候補の適格性と選

任の適法性への疑問が強く提起され，結局，１か月以上国会で議論しても同

意が得られず，２０１２年９月８日に国会が閉会するに至った。 

ところが，政府は，同月１９日，設置法附則２条３項の定める原子力緊急

事態宣言がされている場合の特例を根拠として，国会の同意なしに委員長

及び委員の任命を断行した。しかし，本件がかかる特例が適用される場合に

あたらないことは明らかである。 

このように国会の同意という，法が明文で要求する民主的プロセスすら

無視して原子力規制委員会の委員長及び委員は選任された。 

                         
14 日本弁護士連合会「原子力規制委員会委員の人事案の見直しを求める日弁連会長声明」 

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120803_3.html 
15 日本弁護士連合会「国会同意を経ない原子力規制委員会人事決定に関する日弁連会長声

明」 

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/121001.html  

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120803_3.html
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/121001.html
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   さらに，２０１４年９月に改選された委員についても，下記のとおり法の

趣旨又はガイドラインに抵触する選任がなされた16。 

田中知氏については，日本原子力産業協会役員（２０１１年～２０１２

年），エネルギー総合工学研究所役員（２０１４年４月２２日現在現職）等

の経歴があり，また，三菱ＦＢＲシステムズ「アドバイザリー・コミッティ

ー」（２０１４年６月まで）及び日本原燃「ガラス固化技術研究評価委員会

委員長」（同年３月まで）を有報酬で務めていた。政府は，上記ガイドライ

ンにおける「原子力事業者等」の定義について，「電力会社に加え，電力会

社の子会社等経済的に強いつながりが認められるもの」とし，日本原子力産

業協会を例示していたから，同協会の役員であったことのみをもってして

も，同氏が上記法の趣旨又は上記ガイドラインの欠格要件に該当すること

は明らかであった。 

また，同氏は，東電記念財団から５０万円以上の報酬等（２０１１年度），

日立ＧＥニュークリア・エナジーから６０万円の寄付（同年度），太平洋コ

ンサルタントから５０万円の寄付（同年度）等，就任直近３年間に原子力事

業者等から報酬等を受領しており，原子力事業者等との癒着の度合いも強

かった。 

しかも，井上信治環境副大臣は，２０１４年５月２８日の参議院原子力問

題特別委員会において，上記ガイドラインの欠格要件を適用せずに人選し

た旨答弁した。 

かかる違法な経緯で構成された原子力規制委員会の審査が，何ら安全性

を保障しないことは明らかである。 

 

第３ 原子力規制委員会の「考え方」は最高裁判決に反し，司法審査の基礎とで

きないこと（甲４８１の１３～２６ｐ） 

１ 原子力規制委員会の考え方の要旨は次のとおりである（甲 481 の 13p）。 

(１)原子力発電所の安全審査には，多方面にわたる高度な最新の科学的，専門技

術的知見に基づく総合的判断が必要であり，原子炉等規制法の定めは，基準の

策定について，安全確保に関する各専門分野の学識経験者等を擁する原子力

規制委員会の科学的，専門技術的知見に基づく合理的な判断に委ねる趣旨で

ある。 

(２)原子力発電所における安全性は，その危険性が社会通念上容認できる水準

以下であるか，その危険性の相当程度が人間によって管理できる場合に，その

危険性の程度と科学技術の利用により得られる利益の大きさとを比較衡量し

                         
16 原発ゼロの会「田中知氏の原子力規制委委員会委員への任命案について（談話）」 

http://genpatsu0.cocolog-nifty.com/blog/files/20140530statement.pdf  

http://genpatsu0.cocolog-nifty.com/blog/files/20140530statement.pdf
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た上で，これを一応安全として利用するという相対的安全性によるべきであ

る。 

(３)相対的安全性の具体的な水準は，原子力規制委員会が，時々の最新の科学技

術水準に従い，かつ，社会がどの程度の危険までを容認するかなどの事情を

も見定めて，専門技術的裁量により選び取るほかはなく，原子炉等規制法は，

設置許可に係る審査について，原子力規制委員会に専門技術的裁量を付与

するに当たり，この選択をも委ねたものである。 

 

２ 上記の考え方が法の明文や最高裁判決等に反すること 

（１）法の明文に反すること 

「考え方」の最も重大な問題は，福島第一原発事故後の法改正の経緯や趣旨に

一切触れておらず，これらを無視している点である。同事故によって生じた結

果の重大性を立法事実として，同事故の反省を踏まえ，そのような深刻な原発

災害を二度と起こさないようにする，ということこそが上記法改正の趣旨で

あり，推進の論理に影響されることなく，厳格に安全性を確保しなければなら

ないこととされたことは，国会事故調報告書 ，立法時の国会における議論 ，

衆議院環境委員会決議文 及び参議院付帯決議 などからも明らかである。そ

して「考え方」がこれらの立法に反していることは，一読して明らかである。 

（２）最高裁判例に反すること‐専門技術的「裁量」と政策的裁量の混同 

原子力規制委員会が上記「考え方の要旨」２のように考える根底には，原子

力技術も科学技術の一つである以上，他の科学技術と同様，一定のリスクは社

会として負担すべきであるという価値判断が存在すると思われる。しかし，万

が一深刻な事故が発生してしまった場合の被害の甚大性17に照らして，他の科

学技術と全く同様の安全性しか要求されないということはできない18。伊方最

高裁判決が「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」と判示している

のも，まさにこの意味においてである。 

                         
17 他の科学技術が事態の進展に伴って終息していくのに対し，Ⅰ）原発事故は事態の進展

に伴ってむしろ拡大していく点，Ⅱ）トライアルアンドエラーによる実験と実証，検証を

踏まえた安全性の向上という過程を踏むことができない点，Ⅲ）地震や火山など科学的に

不確実な現象に対応しなければならない点，並びに，Ⅳ）原発事故被害が，ⅰ）遺伝子を

傷つけて回復できないという意味での不可逆・甚大性，ⅱ）極めて広範な地域に大量の放

射性物質をまき散らすという広範囲性，ⅲ）半減期が長く，原発の利用を承認していない

将来世代にも深刻な被害を生じさせかねないという長期・継続性，及び，ⅳ）地域のコミ

ュニティを根こそぎ破壊するという全体性という特徴を有する点など，他の科学技術には

ない被害の特殊性が存在する。 
18 一般に，被る被害が質的・量的に甚大であればあるほど，より高度の安全性が求められ

る（蓋然性の小さい事象に対しても対応しなければならない）という理念を，「反比例原

則」と呼ぶ。 
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 また，「裁量」の内容・範囲を画するには，法が原子力規制委員会に「裁量」

を認めている趣旨を考える必要があるが，前述のとおり伊方最高裁判決は、法

が行政庁に専門技術的「裁量」を認めている趣旨は，原子力発電所による「深

刻な災害が万が一にも起こらないようにする」ためとする。また原子力規制委

員会設置の目的は，福島第一原発事故の反省に立って，事故の「防止に最善か

つ最大の努力」を行い，国民の生命をはじめとする諸利益の保護等に資するた

めであって（設置法１条），原子力規制委員会の任務は，そのために，「原子力

利用における安全の確保を図ること」にあるのであるから（同法２条），専門技

術的「裁量」の内容や範囲は，そのような趣旨・目的等に照らして厳格に解さ

れなければならない。 

現に伊方最高裁判決は，政治的政策的裁量と同様の広汎な裁量を認めたもの

と誤解されることを避けるため，判決文に「裁量」という語を用いていない19。 

１９９１年の裁判官会同概要集録でも，原発の安全性審査において，政治的，

政策的裁量の余地がないことを明言し，専門技術的裁量について，さらに細か

く２つの考え方を示している。１つは，比較的広汎に専門技術的裁量を認める

立場であり，例えば，「幾つかの科学的学説のうち，いずれを採ることも許され

る」というものである。もう１つは，行政庁として，最高水準の科学的知識に

基づいて常に最良の学説を選択し，科学的に正しい判断をするべきであると考

えるもので，裁量の範囲を厳格に捉えるものであり，後者が推奨されている20。 

福島第一原発事故以前からこのような考え方が紹介されていたにもかかわ

らず，実際の裁判では必ずしもその理解が十分ではなかった。同事故後，法改

正の趣旨等も踏まえれば，上記会同概要集録にいう後者の見解，専門技術的裁

量の範囲を厳格に捉える立場が採用されるべきであり，これこそが伊方最高裁

判決を正しく解釈するものである。 

にもかかわらず，上記「考え方の要旨」３のとおり原子力規制委員会は，「時々

の最新の科学技術水準に従い，かつ，社会がどの程度の危険までを容認するか

                         
19 伊方最高裁調査官解説は，判決が「裁量」という文言を用いなかった理由として，「『専

門技術的裁量』が，安全審査における具体的審査基準の策定及び処分要件の認定判断の過

程における裁量であって，一般にいわれる『裁量』（政治的，政策的裁量）とは，その内

容，裁量が認められる事項・範囲が相当異なるものであることから，政治的，政策的裁量

と同様の広汎な裁量を認めたものと誤解されることを避けるためであろう」としている

（４１７頁）。 
20 最高裁判所事務総局「平成３年行政裁判資料第６４号 行政事件担当裁判官会同概要集

録（その五）中巻・手続法編Ⅰ」は，「核燃料物質の使用施設が安全か否かは，高度の科

学的判断が必要」ではあるものの，「政治的裁量の場合のように，諸々の事情が関係し，

政治的立場等により幾つかの考え方がいずれも成り立ち得るが，そのどれを採るかは行政

庁にゆだねられているといった性質のものではないように思われる」と述べている（６５

２～６５３頁）。 
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などの事情をも見定めて，専門技術的裁量により選び取るほかはな」いとして，

政策的判断についてまで原子力規制委員会の裁量が及び，司法審査が及ばない

かのような主張を行っている。 

伊方最高裁判決においても，行政庁に認められる「裁量」は政治的，政策的

裁量とはその性質の異なる専門技術的裁量（そもそも「裁量」という言葉自体

用いていない）であり，「社会がどの程度の危険までを容認するか」という，ま

さに政策に関わるような事柄に対する裁量までは認められていない。このよう

な事項についてまで裁量を認めよ，というのは，福島第一原発事故以前の司法

審査から，さらに後退させるような主張であり，同事故後，断じて採用するこ

とはできない。 

また，法が原子力規制委員会に対して，事故の「防止に最前かつ最大の努力

をしなければならないという認識に立」つことを求め，「確立された国際的な基

準を踏まえ」ることを要求している趣旨からすれば（設置法１条），法が「考え

方」が述べるような広範な裁量を認めていないことは明らかである。 

（３）確定した高裁判決違反－単純な比較衡量論は採用しえないこと 

また，上記「考え方の要旨」２によれば，原子力規制委員会は，「その危険性

の程度と科学技術の利用により得られる利益の大きさとを比較衡量」するとし

ている。 

ここでいう「比較衡量」の意味は定かではないが，原発訴訟における比較衡

量の在り方について整理すると，図表１のようになる。 

 

図表１ 原発訴訟における比較衡量と安全性の下限 

  図表１の黒色曲線（必要性が高ければ安全性は低くても良い）が，必要性・

公益性と安全性との一般的な比較衡量論であるが，これは志賀原発２号機
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控訴審判決によっても明確に否定されているものであり21，推進側の論理に

影響されないという前記衆議院環境委員会の決議文にも抵触するものであ

って到底採用し得ず，原子力発電所の安全性には，必要性・公益性がいかに

大きくとも下回ることができない，いわば下限が存在することは，従来の裁

判例からも優に認められる。 

  しかも，上記「考え方の要旨」３によれば，「社会通念」の水準の選択に

ついても，法は，原子力規制委員会の選択に委ねたものとしているが，これ

は余りにも司法を軽視し，安全を軽視する考え方といわざるを得ない。具体

的な水準を原子力規制委員会がいかようにも決めてよいというのは，図表

１でいう「社会通念」とは，原子力規制委員会の「社会通念」と認めたもの

ということになるのであって，そうすると，原子力規制委員会が安全と認め

たものは全て安全ということになり，司法審査は一切及ばないという極め

て不当な結論になる。かかる「考え方」の記載には，原子力規制委員会によ

る司法軽視の態度が端的に表れている。 

(４) 学説及び海外の裁判実務 

  科学に不確実性が存在する場合の安全性の判断方法について，名古屋大

学法科大学院の下山憲治教授は，唯一正しい解決に向けた意思決定（法の適

用）ができるとは限らず，例えば，要件を充足していないのに「充足してい

る」と誤判定し権利・自由を制限してしまう「第一種の過誤」と，逆に，充

足しているのに「充足していない」と誤判定し保護すべき権利利益に被害が

発生してしまう「第二種の過誤」という統計学上の区分を参考に，対象とな

る法制度の趣旨・目的が指向する方向性が「第一種の過誤」の回避にあれば

「疑わしきは自由のために」，「第二種の過誤」の回避にあれば「疑わしきは

安全のために」という基本方針に結びつく，と述べる22。 

  そして，原子力発電所の持つ潜在的な危険性，事故が起こった場合の被害

の特殊性や福島第一原発事故後の法改正の趣旨に照らせば，原子力発電所

の規制においては，当然に「第二種の過誤」の回避，すなわち，「疑わしき

                         
21 志賀原発２号機控訴審判決は，「原子力発電所の利用により得られる利益がいかに大き

なものであったとしても，その危険性の程度を緩和することはできず，…（略）…放射

線，放射性物質の環境への排出を可及的に少なくし，これによる災害発生の危険性を社会

通念上無視し得る程度に小さなもの」に保つことを要するとしている。なお，女川原発控

訴審判決は，単純な比較衡量論ではなく，原発の稼働により，周辺住民に「具体的な危険

をもたらすおそれのある場合には，いかにその必要性が高くとも，その建設・運転が差し

止められるべき」であるが，逆に，原発の「必要性が著しく低いという場合には，これを

理由としてその建設・運転の差止めが認められるべき余地がある」と，片面的な比較衡量

論を採用している（図表１の緑色実線）。 
22 下山憲治「行政上の予測とその法的制御の一側面」（「行政法研究」第９号）７２頁 
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は安全のために」という基本方針が採用されなければならない23。 

 

図表３ 第１種の過誤と第２種の過誤の整理 

  このような考え方は，ドイツの原発訴訟において一般的に採用されてい

る方法である。 

  ドイツでは，原子力法において「原子力の危険と電離放射線の有害な作用

から生命・健康・財産を保護すること」が目的とされており（原子力法１条

２号），必要とされる事前配慮がある場合には，技術的に不能であっても措

置を講じなければならず，技術の活用に対する人の生命・健康の価値の優越

性が承認されている24。このような規定ぶりは，日本の法規制と大きく異な

るところはない。 

  ドイツにおいても行政庁の裁量は認められているが，このような法の趣

旨に照らし，その裁量には，①現存する不確実性を排除するために，工学上

の経験則に準拠するだけでは足りず，科学（理論）的な想定や計算に過ぎな

いものをも考慮に入れなければならず，②全ての支持可能な（代替可能な）

科学的知見を考慮に入れなければならず，支配的な見解に寄りかかること

                         
23 このような「疑わしきは安全のために」という基本方針が採用されている例として，食

品衛生法７条１項が挙げられる。同項は，「人の健康を損なうおそれがない旨の確証がな

いもの」について，食品衛生上の危害の発生を防止するために必要があると認めるとき

は，その食品の販売を禁止することができるという規定であるが（２項にも同様の表現が

ある），これは，人の健康を損なうおそれがある場合のみならず，その疑いを払拭できな

いという「いずれとも判断できない場合」を含むものであって，権限行使が必要であるに

もかかわらず，行使しないという過誤（第二種の過誤）を回避する考え方である。下山憲

治教授は，原発についても第二種の過誤を回避する考え方が妥当することを前提として，

司法審査における具体的な基準を提案している（前掲「行政上の予測とその法的制御の一

側面」７９頁）。 
24 日本エネルギー法研究所「諸外国における原子力発電所の安全規制に係る法制度‐平成

２２・２３年度原子力行政に係る法的問題研究班研究報告書‐」４～５頁 

http://www.jeli.gr.jp/report/jeli-R-127@2013_01_NuclearSafetyRegulation.pdf  

http://www.jeli.gr.jp/report/jeli-R-127@2013_01_NuclearSafetyRegulation.pdf
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は許されず，③十分に保守的な想定をもってリスク調査やリスク評価に残

る不確実性を考慮に入れなければならない，という制約が存在する25 （詳細

は控訴審第２準備書面の「第１」なども参照）。 

これまでの原発訴訟において，事業者ないし行政庁は，住民側が指摘する

不確かさの考慮について正面から反論することなく，「全体として適切に考

慮している」とか，自らの主張のみを提示して，合理性があるとのみ説明し

てきた。これでは，裁判所は，事業者ないし行政庁がなぜ住民側の指摘する

問題を考慮しないのか，その判断の過程を追うことができない。判断の過程

を追うことができないということは，事業者ないし行政庁の説明が不十分

であるということにほかならず，その判断に過誤，欠落があったとして裁量

の濫用・逸脱があったものと推認せざるを得ないのである。大津地裁２０１

６年３月９日高浜原発３・４号機運転差止仮処分決定も，まさにこの点を問

題視して事業者の説明が不十分であると判断していると考えられる。 

 

３ 規制委員会の上記「考え方」が，今日における科学的知見にも反すること 

(１)原子力技術の観点より‐限定的な意味での「絶対的安全性」であれば達成さ

れるべきであり、達成も可能であること 

また，「考え方」によれば，絶対に災害発生の危険がないという「絶対的な安

全性」というものは，達成することも要求することもできないとされている。

この点，「いかなる軽微な事故も絶対に起こらない」という意味での絶対的安全

性，いわゆるゼロリスクについては，達成不可能であり，要求も困難であろう。  

しかし，例えば，鉄道を高架化することで「踏切死亡事故」を絶対に起こさ

ないようにする，という限定的な意味であれば絶対的安全性は達成可能である

し，実社会で現に要求されてもいる。また，福島第一原発事故発生当時にＮＲ

Ｃ委員長であったグレゴリー・ヤツコ氏は，現在の原子力発電所について，「バ

ッド・デザインである」と述べている26。つまり，本来であれば限定的絶対的安

全性が確保されるようなグッド・デザインが採用されるべきであるが，現状と

してそのような設計ができないということであり，少なくとも，福島第一原発

事故発生当時にＮＲＣ委員長であった同氏がそのようなレベルの安全性を志

向しているということは，極めて興味深い事実である。 

(２)地震学の観点より‐科学の不確実性と管理可能性 

上記「考え方の要旨」２によれば，原子力規制委員会の考える「相対的安全性」

                         
25 日本エネルギー法研究所「諸外国における原子力発電所の安全規制に係る法制度‐平成

２２・２３年度原子力行政に係る法的問題研究班研究報告書‐」１０，２０～２１頁 
26 佐藤暁「ヤツコ元ＮＲＣ委員長との対話から：原子力発電の将来‐『バッド・デザイ

ン』と一蹴するヤツコ氏の真意」（「科学」２０１５年４月号） 
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とは，①その危険性が社会通念上容認できる水準以下であるか，②その危険性の

相当程度が人間によって管理できると考えられる場合に，その危険性の程度と

科学技術の利用により得られる利益の大きさとを比較衡量した上で，これを一

応安全として利用することであるという。 

しかし，②の前提については，前記のとおり地震を含む地球物理科学には非常

に大きな不確実性が存在するため（纐纈一起教授の地震学の三重苦を想起され

たい。），「②危険性の相当程度が人間によって管理できる」状況にあるとは到底

考えられない。②のような前提を持ち出すこと自体，科学の不確実性に対する謙

虚さが全く見られないというほかない。 

このことは，４月２４日に御庁で行われた島崎邦彦氏の証人尋問からも明ら

かにされた。以下、証言内容の主な点を再掲する。 

①入倉・三宅式は，地震発生後に震源インバージョン等により解析された断層面

積を当てはめればおおよそ妥当な結果を得られるが，地震発生前に確認できる

活断層の長さを当てはめると地震動の大幅な過小評価となり，入倉・三宅式を基

準地震動の算定に用いた原発では基準地震動が過小に算定されていること  

②このように，本件原発（近代的観測手法が導入されて以来、大規模な地震が

近傍で発生しておらず、「事前に」データを入手しにくい）につき入倉・三宅式

を用いて基準地震動を算定すると過小評価になること自体は，島崎氏のみが主

張していることではなく，東京大学の纐纈一起教授や三宅弘恵教授の見解から

も示されていること  

③地震本部が２０１６年１２月９日に行ったレシピの改訂によっても，過去の

地震記録のない本件原発において入倉・三宅式を用いて基準地震動を推定する

手法は事実上否定されており，この点で基準地震動の審査は不十分で，「最新の

研究成果を考慮」するとした審査ガイドにも反した欠陥があること 

 なお，一審被告は島﨑証人の尋問を受けた新規の主張である準備書面（３

７）を提出するも，同書面においては，裏付けとなる学者の意見書（同尋問を

受けて，また同尋問を検討して作成されたもの）が存在しない。したがって，

かかる主張は，科学的根拠を有するものとして取り扱うべきものではない。 

４ 原子力規制委員会が各分野について最新の専門的知見を有するという前提

を欠くこと 

さらに、原子力規制委員会の構成が違法であることは「第２」で述べた通り

であるが，これに加え、原子力規制委員会が安全確保に関する各専門分野の学

識経験者等を擁するという事実も存在しない。例えば，火山事象に関しては，

原子力規制委員会が専門的知見を有するとは到底思われず，現に，川内原発の

運転差止について判断した福岡高裁宮崎支部決定も，火山に関する規制委員会

の見解が不合理であると指摘した（詳細は「第 11」で述べる）。 
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地震現象に関しても，島崎邦彦前原子力規制委員会委員長代理が指摘した

「入倉・三宅式問題」の検討において，原子力規制委員会が事務方である原子

力規制庁からの意見や提案を検証することすらできないという実態が明らかに

なっている 。 

 

第４ 規制基準の不合理性・総論（甲４８１の２７～９２ｐとりわけ４１～９

２ｐ。なお、甲４８１記載のうち、既提出の準備書面で述べたものについて

は、援用するが、本書面では割愛する。） 

１ 福島原発事故の経緯が未解明である以上、合理的な規制基準を策定しよう

がないこと 

 控訴審第２準備書面の「第４」や、同第２６準備書面で述べた通り、福島原発

事故の経緯は未解明である。しかも、規制委員会も、そのことを部分的には認め

ている。それにもかかわらず、現時点までに明らかになっていない事象は些末な

事象であると強弁して、規制基準が策定可能と弁解している。 

 しかし，新規制基準を策定するにあたって最も重要である事故の原因ですら，

国会事故調をはじめとする各報告書等によっても確定できていない。また，各報

告書等によっても，核心である格納容器内部は高線量のため十分に調査できる

状態ではなく，核燃料物質が格納容器のどこに，どれだけ，いかなる形態で存す

るのか，２号機のサプレッションチェンバー27の底部損傷がいつ発生したのか等，

基本的な事実関係の解明にすら至っていない28。 

 原子力規制委員会は，事故原因を正確に把握しないままに新規制基準を策定

したのであり，この点からも新規制基準は不合理である。 

２ 国際原子力機関の安全基準と日本の規制基準の関係‐新規制基準がＩＡＥ

Ａ安全基準を踏まえるべきは、日本法の要請であること 

原子力規制委員会は，ＩＡＥＡ安全基準を取り入れるか否かは各国の自

由な判断に委ねられる旨主張するが，これは，ＩＡＥＡ安全基準の前文の一

部の文言のみを根拠とする主張である。 

しかし，日本国内の法律は，IAEA 基準を取り入れるかを、原子力規制委

員会の裁量になど委ねていない。 

   国内の法律を見ると，原子力分野における憲法とも言われる原子力基本

法が福島第一原発事故を受けて改正され，「安全の確保については，確立さ

                         
27 格納容器の一部で，冷却材喪失事故時に放出される炉蒸気を凝縮するプール水を保持し

ている部分をいう。福島第一原発２号機のＳ／Ｐはドーナツ型をしているのが特徴であ

る。 
28 田辺文也「福島第一原発事故の未解明問題と原発再稼働の科学的非合理性」（「科学」２

０１５年８月号） 
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れた国際的な基準を踏まえ」ることを明示した（２条２項）。また，原子力

規制委員会設置法にも，原子力利用に伴う事故発生の防止に「最善かつ最大

の努力をしなければならないという認識に立」つこと，「確立された国際的

な基準を踏まえ」て安全の確保に必要な施策を策定することが明記された

（１条）。 

   これらの法改正等によって「確立された国際的な基準」を踏まえた安全性

が要求されることが明文化されるに至った。そして，ＩＡＥＡ安全基準が

「確立された国際的な基準」に該当することは，原子力規制委員会も争わな

いところである。 

   したがって，新規制基準は，「確立された国際的な基準」であるＩＡＥＡ

安全基準を踏まえなければならない。 

 またＩＡＥＡ安全基準自体も，各国が自らの活動に同基準を適用するこ

とを推奨している29。特に，深層防護などの安全確保のための原則を規定す

る「基本安全原則」については「すべてのＩＡＥＡ加盟国によって維持され

ることを保証するために，広範囲の国際的な見解の一致を求めて作成され

た。」，「すべての国がこれらの原則を厳守し支持することが望まれる。」30な

どと，すべての国が厳守することを求めている。 

   かつ、福島第一原発事故を受けた原子力安全条約（日本も締約国）の強化

により，ＩＡＥＡ安全基準を考慮する枠組みが定められた。すなわち，原子

力安全条約は，ＩＡＥＡ安全基準を直接取り込んでいるものではないが，２

０１２年８月に開かれた第２回特別会合で採択された条約運用文書の改訂

によって，ピア・レビュー（締約国による相互間審査）が強化された。そこ

において，これまで条約義務とは切り離された形で存在していたＩＡＥＡ

安全基準を原子力の安全促進のための考慮事項とし，ピア・レビューのため

の国別報告の中に，安全条約上の義務を実施する際にＩＡＥＡ安全基準を

いかに考慮したか，または考慮するつもりかについての情報を盛り込むこ

ととされた31。このように，ＩＡＥＡ安全基準を考慮することが原則として

求められる。 

このようにＩＡＥＡ安全基準を考慮することが求められる国際的な流れ

の中で，曲がりなりにも「世界最高水準」を標榜する新規制基準がＩＡＥＡ

                         
29 「IAEA Safety Standards Fundamental Safety Principles Safety Fundamental 

No.SF-1」（「基本安全原則」）２頁「1.5．」 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf 
30 「IAEA Safety Standards Fundamental Safety Principles Safety Fundamental 

No.SF-1」（「基本安全原則」）ⅷ頁 
31 森川幸一「インセンティブ条約の特質と実効性強化へ向けた動き」２９頁 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
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安全基準を踏まえないことはあり得ない。 

仮に，原子力規制委員会が主張するようにＩＡＥＡ安全基準が既存の施

設に適用されるか否かは個々の加盟国の決定事項だとしても，上記のとお

り日本は，まさに自国の判断として，確立された国際的な基準を既存の施設

に適用する方向で法整備を行ったのであり，上記原子力規制委員会の考え

方は，法律を無視したものというほかない。 

   そして，新規制基準は，ＩＡＥＡ安全基準の要求事項のうち，例えば，避

難計画の実行可能性・実効性を事業者に対する規制としていない。 

  このように新規制基準は，避難計画の実行可能性・実効性のような人の生

命・身体に直結する何よりも重要な点についてすら規定していないのであり，

これが法の明文に反することは明らかである。 

  また，ＩＡＥＡ安全基準「原子力発電所の安全：設計」 は，安全上の重要

度分類は，必要に応じ確率論的手法で補完されなければならないと定めると

ころ（5.2.），日本の重要度分類指針においては，確率論的手法が用いられて

いない32。 

原子力規制委員会の新規制基準検討チームは，確率論的手法を用いた重要

度分類指針等の見直しを必要としながら，新規制基準施行後の検討課題とし

て先送りにした33 。 

３ 安全重要度分類の考え方 

「考え方」は，新規制基準が安全重要度分類を採用する理由は，それぞ

れの機能の重要度に応じて，十分に高い信頼性を確保することにある旨述

べる。 

しかし，当然のことながら，安全重要度分類の考え方を採用するだけで

高い信頼性が確保できるはずもなく，適切な分類がなされてはじめて高い

信頼性の確保につながるものである。しかるに「考え方」は，上記のよう

な重要度分類指針における分類の適否，新たな知見と経験による見直しの

要否等について検討を行っていない。 

すなわち、原子力安全委員会の地震・津波関連指針等検討小委員会は，２

０１２年３月１４日，福島第一原発事故の教訓を踏まえ，「発電用原子炉施設

に関する耐震設計審査指針及び関連の指針類に反映させるべき事項について

（とりまとめ）」を作成し，この中で，「今回の事故において，地震動による外

部電源喪失が重要な要因となっていることから外部電源受電施設等の耐震安

                         
32 「IAEA Safety Standards Safety of Nuclear Power Plants: Design Specific Safety 

Requirements No. SSR-2/1 (Rev. 1)」(「原子力発電所の安全：設計」) 
33原子力規制委員会発電用軽水型原子炉の新規制基準に関する検討チーム「設置許可基準

（ＳＡ対策規制に係るものを除く）の検討に係る論点の整理（案）」１頁 
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全性に関する抜本的対策が不可欠である」，「耐震設計上の重要度分類指針の

見直しの必要がある」，「津波に対する施設・設備の重要度分類を規定すること

も必要である」として，重要分類度指針等の見直しの必要性を指摘した34。 

国会事故調は，福島第一原発事故では，電源喪失による計装系の機能喪失が

大きな問題であったが，仮に電源があっても炉心溶融後は，設計条件をはるか

に超えており，計測器そのものがどこまで機能するか，既設原発での計器類の

耐性評価を実施し，設備の強化及び増設を含めて検討する必要があると指摘

した35。 

しかし，原子力規制委員会の新規制基準検討チームは，上記のような福島第

一原発事故の教訓等を踏まえ，重要分類度指針及び耐震重要度分類の見直し

を必要としながら，新規制基準施行後の検討課題として先送りにした36。 

４ 共通要因故障に起因する設備の故障を防止する考え方の欠如 

(1)「考え方」が述べるとおり新規制基準は，偶発事象による故障及び外務事

象による故障のいずれについても，設計基準として，外部電源の喪失を除き，

共通要因故障を想定していない。 

しかし，福島第一原発事故のような深刻な災害が万が一にも起こらない

ようにするためには，設計基準においても，共通要因故障による複数同時故

障を想定すべきであり，下記の点からすれば，想定していないことは明らか

に不合理である。 

⑵ まず，東京電力は，福島第一原発事故の原因の一つが外的事象を起因とす

る共通要因故障防止への設計上の配慮が足りなかったことにあることを認

めている37。 

   また，新潟県の柏崎刈羽原発においても，２００７年の中越沖地震によっ

て３０００箇所以上の設備の同時損傷が発生していた38。 

                         
34 原子力安全委員会地震・津波関連指針等検討小委員会「発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針及び関連の指針類に反映させるべき事項について（とりまとめ）」８頁 

https://www.nsr.go.jp/data/000050642.pdf  
35 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１０４頁 
36 原子力規制委員会発電用軽水型原子炉の新規制基準に関する検討チーム「７月以降の検

討課題について」 

https://www.nsr.go.jp/data/000050375.pdf  
37 「福島第一原子力発電所の安全性に対する総括」１頁 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/121214j0104.pdf  
38 「新潟県中越沖地震を受けた柏崎刈羽原発にかかる原子力安全・保安院の対応第３回中

間報告」2010.4.8 以下の１５頁「不適合約３６００件」

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shing
ikai/800/16/220408-2.pdf 中間報告第２回１４頁

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/gensh

https://www.nsr.go.jp/data/000050642.pdf
https://www.nsr.go.jp/data/000050375.pdf
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/121214j0104.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/16/220408-2.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/16/220408-2.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/genshiryoku/doukou/files/210728.pdf
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⑶ ＩＡＥＡ安全基準「原子力発電所の安全：設計」39の「５ 全般的発電所

設計」「要件２４ 共通原因故障」は，「設備の設計は，多様性，多重性，物

理的分離及び機能の独立性の概念が，必要とされる信頼性を達成するため

にどのように適用されなければならないかを判断するため，安全上重要な

機器等の共通原因故障の可能性について十分に考慮しなければならない」

と規定している。 

設計において共通要因故障を考慮することが，国際的に求められている。 

⑷ 詳細は甲４８１の７９ｐ以下に書かれてとおりだが、原子力規制委員会

の発電用軽水型原子炉の新安全基準委関する検討チームも，福島第一原発

事故の教訓として， 

・ 設計上の想定を超える津波により機器等の共通要因故障が発生 

・ 非常用交流電源の冷却方式，水源，格納容器の除熱機能，事故後の最

終ヒートシンク，使用済燃料プールの冷却・給水機能の多様性の不足 

を指摘し，設計基準で検討すべき論点として，現行の「多重性又は多様性」

としている要求の「多様性」への変更の要否の検討が掲げられている。同検

討チーム第４回会合において配布された資料でも，多重性又は多様性を選

択する際に，共通要因による機能喪失が，独立性のみで防止できる場合を除

き，その共通要因による機能の喪失モードを特定し，多様性を求めることを

明確にすることが求められていた。 

⑸ 以上のとおり，東京電力は，福島第一原発事故の原因の一つが共通要因故

障防止への設計上の配慮が足りなかったことにあると認めている。また，Ｉ

ＡＥＡ安全基準においても，福島第一原発事故の教訓を踏まえて新規制基

準の検討を行っていた検討チームにおいても，設計基準対象施設について

共通要因故障を考慮することを求めている。 

しかし，現行の新規制基準は，その規制上の要求が欠けており，福島第一

原発事故の教訓が生かされていない。 

５ 偶発故障が一度に１つしか起こらないという考え方は非現実的であること 

⑴ 「考え方」は，偶発故障は１つの原因から１つしか起こらず同時に複数は

起こらない（単一故障）と仮定し，想定した１つの故障によって安全機能が

失われないかどうかを評価するとする（単一故障の仮定）。 

 しかし，甲４８１の８３ｐ以下で指摘されているとおり，多数の偶発事故

                         
iryoku/doukou/files/210728.pdf 中間報告９頁

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/gensh

iryoku/doukou/files/090213.pdf  
39 「IAEA Safety Standards Safety of Nuclear Power Plants: Design Specific Safety 

Requirements No. SSR-2/1 (Rev. 1)」(「原子力発電所の安全：設計」) 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/genshiryoku/doukou/files/210728.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/genshiryoku/doukou/files/090213.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9370862/www.nsr.go.jp/archive/nisa/genshiryoku/doukou/files/090213.pdf
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が発生した例は枚挙に暇がなく，偶発故障が一度に１つしか起こらないと

いう想定はあまりにも不合理である。 

(2)国会事故調はもとより，政府事故調など，福島第一原発事故の調査・分析

を行った複数の事故調査委員会も，単一故障の仮定による評価の不十分さ

を指摘している（詳細は甲４８１の８９ｐ以下）。 

(3) ボイラー，鉄道，自動車，航空機等の技術の発展の歴史からすれば，一

つの産業分野が十分な失敗経験を積むには２００年かかる。それらの技術

に比べて原発はまだ６０年が経過したに過ぎない未熟な技術である。 

人類は，ヒューマンエラーによるスリーマイル事故，設計思想の誤りによ

るチェルノブイリ事故，自然災害による福島第一原発事故を経て失敗経験

を積んだが，懸念される事故原因がまだ残っている。テロなどの人間の悪意

による事故に加え，「偶然の重なり」を挙げられる40。偶然の重なり，すなわ

ち偶発故障の複数同時発生を今こそ想定し，設計基準に反映しなければな

らない（甲４８１の９１ｐなど）。 

 

第５ シビア・アクシデント対策の不合理性（甲 481 の 93～120p） 

１ 設置基準対象施設の不備 

⑴ 「考え方」が述べる新規制基準の設置基準対象施設に対する要求（第１か

ら第３の防護レベル）には，福島第一原発事故についての言及はない。これ

は，福島第一原発事故を受けて策定された新規制基準は，第１から第３の防

護レベルについて以前の基準からほとんど変更を行っていないからである。 

⑵ 原子力安全委員会委員長であった班目春樹氏は，２００７年２月１６日，

浜岡原発運転差止訴訟の証人尋問において，次のように証言していた41。 

 非常用ディーゼル発電機が２台動かなくても，通常運転中だったら何

も起きません。ですから非常用ディーゼル発電機が２台同時に壊れて，い

ろいろな問題が起こるためには，そのほかにもあれも起こる，これも起こ

る，あれも起こる，これも起こると，仮定の上に何個も重ねて，初めて大

事故に至るわけです。だからそういうときに，非常用ディーゼル２個の破

断も考えましょう，こう考えましょうと言っていると，設計ができなくな

っちゃうんですよ。つまり何でもかんでも，これも可能性ちょっとある，

これはちょっと可能性がある，そういうものを全部組み合わせていった

ら，ものなんて絶対造れません。だからどっかで割り切るんです。 

 非常用ディーゼル発電機２台が動かないという事例が発見された場合

                         
40 淵上正朗ら「福島原発で何が起こったか 政府事故調技術解説」１６１頁 
41 「静岡地方裁判所平成１５年（ワ）第５４４号，平成１６年（ワ）第９号 原子力発電

所運転差止請求事件 第１７回口頭弁論調書」 
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には，多分，保安院にも特別委員会ができて，この問題について真剣に考

え出します。事例があったら教えてください。ですからそれが重要な事態

だということは認めます。 

しかし，２０１１年３月１１日に発生した福島第一原発事故では，非常用

ディーゼル発電機２台が動かない事態が発生し，その結果，大量の放射性物

質が環境に放出された。 

班目氏が，同月２２日，参議院予算委員会において，上記浜岡原発運転差

止訴訟における自身の証言を反省する答弁をしたのはあまりにも有名であ

る（甲 481 の９７ｐ以下、また控訴審第 26 準備書面も参照）42。 

⑶ この点に関し，国会事故調も，以下のように福島第一原発事故の要因の一

つとして，原子力法規制が過去に発生した事故のみに対応するという対症

療法的なものであったことを指摘し，過去に発生した事故，経験にとどまら

ない可能性を検討し，対応する必要性を提言している43。 

⑷ しかし，上記のとおり新規制基準の設置基準対象施設に対する要求（第１

から第３の防護レベル）については，以前の基準からほとんど変更が行われ

ていない。このような新規制基準は，国会事故調が指摘した「当該事故のみ

に対応するという，対症療法的，パッチワーク的改定」にとどまるものとい

わざるを得ない。 

２ 重大事故等対策の不備 

 ⑴ 「考え方」は，福島第一原発事故を踏まえ，重大事故等対策（シビアアク

シデント対策）を要求することとしたと述べる。 

(2)しかし，福島第一原発事故が発生してから６年を経過した現在においてもな

お，事故を起こした福島第一原発の機器損傷の状況や溶融デブリの位置・形

状など原子炉内の基本情報が欠如しており，原因究明の計画すら立てられ

ていない。特に，福島第一原発において地震によって生じた安全設備機能喪

失の分析が不十分である。国会事故調報告書及びその後の事故解析は，地震

による配管破損が１号機での事故原因である可能性を示唆している。 

福島第一原発事故では，原子炉圧力容器や格納容器からの漏えい経路も

推測の域を出ていない。原子炉圧力容器では，上部フランジからの漏えいが

起きたかどうか。起きたとしたらその圧力・温度はどうか。ボルトの伸びや

フランジローテーションやガスケットの挙動など，クリープは影響したか

など確認できていない。原子炉格納容器についても，水素や放射性物質の漏

洩の定量的な評価が不十分である。格納容器ベントや水素爆発対策との関

                         
42 「第１７７回国会参議院予算委員会第７号議事録」 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/177/0014/main.html  
43 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）５８３頁 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/177/0014/main.html


22 

係からシビアアクシデント対策の有効性を慎重に検証する必要がある。ま

た，炉心溶融後の機器や装置の作動が保障できなければ，シビアアクシデン

ト対策は意味をなさない。 

しかるに，前述のとおり，新規制基準のシビアアクシデント対策は，上記

のような福島第一原発事故の十分な分析なくして策定されたものにすぎな

い。 

(3)「考え方」は，「独自に，敢えて格納容器が破損した場合を想定した対策を

求めるなどし，加えてテロリズム対策も要求することとした」と述べるが，

これらの対策は，諸外国に比べて遅れをとっており，国際的に確立された基

準に従うことを求めた原子炉等規制法の明文に反している44。 

日本におけるシビアアクシデント対策は，チェルノブイリ事故を受けた

１９８６年の検討開始から２００２年の整備完了まで１６年の期間を要し，

１９８０年代から９０年代前半で主なシビアアクシデント対策研究と整備

が完了していた欧米に対し，大きく遅れていた45。 

福島第一原発事故で現実に格納容器が破損する事態が発生したこと，「考

え方」ですら述べる深層防護の考え方等を踏まえれば，「国際基準を踏まえ

て」格納容器が破損した場合を想定した対策及びテロリズム対策も当然に

規制上要求されるべき事項である。しかるに，とりわけテロリズム対策につ

いては控訴審第１７準備書面（特に１２ｐなど）で述べたように，未だに国

際水準に達していない。かかる違法な基準が，何ら安全性を保証しないこと

はいうまでもない。 

                         
44 原子力安全・保安院「シビアアクシデント対策規制の基本的考え方に関する検討（外的

事象に対する対策の基本的考え方）」 

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3537352/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingika

i/800/34/006/6-1.pdf  
45 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１２４～１２５頁 

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3537352/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/34/006/6-1.pdf
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3537352/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/34/006/6-1.pdf
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「国会事故調報告書」１２５頁図１.３.３-３日本のシビアアクシデント対策の遅れ  

 

３ 重大事故等対処施設 

(1)想定を超える外部事象等に対応できないこと              

「考え方」が述べるとおり新規制基準は，設計基準対象施設に対して，外部電

源の喪失を除いては共通要因故障を想定しておらず，想定を超える外部事象

等による共通要因故障が発生した場合の対策として，重大事故等対策を要求

している。 

このような重大事故等対策の位置付けからすれば，重大事故等対処施設は，

想定を超える外部事象等が発生した場合に機能することが期待されるもので

あるが，基準地震動により必要な機能が損なわれないこと，基準津波により必

要な機能が損なわれないこと等，想定内の外部事象等に対する機能維持しか

要求されていないため，基準地震動を超える地震動や基準津波を超える津波

に襲われた場合には（重大事故等対策が必要となる本来的な場面である。），必

要な機能が損なわれ，対応できないおそれがある。 

このように新規制基準における共通要因故障の想定ひいては重大事故等対

策は，矛盾をはらんだものになっており，設計基準として共通要因故障を想定

すべきであるとともに，重大事故等対処設備に対して，想定を超える外部事象

等に対しても必要な機能が損なわれないことを要求すべきである。 
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(2) 計測装置の規制要求の改訂が行われていないこと 

「考え方」は，重大事故等に対処するためには，原子炉等の状況を把握し，

収集した情報を元に，事故の進展に応じた対処をする必要があると述べる。 

福島第一原発事故では，計測装置に対して炉心損傷にともなう熱や放射線

の環境条件が設計想定を大きく上回ったため，原子炉水位計が機能不全とな

り，また，原子炉圧力容器内外の温度計，格納容器圧力抑制室の圧力計，原子

炉格納容器雰囲気放射線モニターなどの故障が続出した。このため，炉心の冷

却状態の適切な監視ができない状況に陥り，運転員が事故対応を行う上で甚

だしい困難を招いた。事故時に必要とされる系統及び機器の機能維持は，米国

で起きたスリーマイル島原発事故の教訓の一つとして，当時の原子力安全委

員会が摘出し電力会社に対して対処を求めたことであるが，福島第一原発事

故でこの教訓がないがしろにされていたことが露呈した。この問題は，「設計

条件の見直し｣ をしていないために，事故時に必要な機器が動かなかったこ

との具体的事例である。 

このような過ちを繰り返さないためには， シビアアクシデント時の環境条

件を適確に把握できる評価手法を確立すること，次いでその環境条件下に長

期にわたり曝されても機能を維持できる計測装置類を開発し，その信頼性を

実証することが必要である。少なくとも，原子炉水位計，原子炉圧力容器内外

の温度計並びに格納容器圧力抑制室の水位計及び圧力計は，シビアアクシデ

ント対応上必須の計測器であり，これらの計器がシビアアクシデント条件下

で作動することを保証するか，あるいは新たな計器に置き換えられる必要が

ある。国会事故調も，福島第一原発事故では，電源喪失による計装系の機能喪

失が大きな問題であったが，仮に電源があっても炉心溶融後は，設計条件をは

るかに超えており，計測器そのものがどこまで機能するか，既設原発での計器

類の耐性評価を実施し，設備の強化及び増設を含めて検討する必要があると

指摘している46。 

しかし，新規制基準の検討チームは，「福島第一原子力発電所事故において問

題となった原子炉水位計について，技術開発等の状況も踏まえ，規制要求の検

討を行う」必要性があるとしながら，これを新規制基準施行後の検討課題とし

て先送りにしている47。 

４ 可搬型設備に過度に依拠していること 

⑴ 「考え方」は，可搬型設備の柔軟性等のメリットを挙げるのみで，デメリ

ットについて何ら言及しておらず，妥当でない。 

                         
46 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１０４頁 
47 発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム「７月以降の検討課題について」 

https://www.nsr.go.jp/data/000050375.pdf  

https://www.nsr.go.jp/data/000050375.pdf
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可搬型設備は，基本的には人の手で対処するため，確実に機能する保証が

なく信頼性に乏しい。気象・海象や事故の影響を強く受けるので，猛暑，極

寒の中での作業が続くこともある。特に大規模な地震の時には，地割れや余

震，交通渋滞が予想され，満足に対応できるものではない。事故の進展によ

っては，放射線による被ばくのおそれもでてくる。人間が対応する以上，危

険や恐怖と隣り合わせの作業であることを忘れてはならない。現に，福島第

一原発事故では，電源確保のためのケーブルの引き回しや接続，消火系配管

などの冷却系への接続，格納容器ベント操作など，その大半が適切にできな

かった。シビアアクシデント対応は，訓練をすれば必ずできるといったもの

ではなく，条件次第で全く機能しないこともある。炉心溶融という心理的プ

レッシャーと時間に追われる中で，その設備が使えない可能性がある。 

このように可搬型設備には，常設設備に比べて，不確実な人的対応が必要

になるというデメリットがある。 

常設設備の確実性については，新規制基準の検討チームも認めるところ

であり，「信頼性を高めるため，設計基準を超える外部事象のうち，相対的

に頻度が高い事象について，一定程度の想定をした事態に，より確実に対処

できる恒設設備を中心とした対策を取る」と基本的考え方を明らかにして

いる48。 

⑵ 「考え方」は，可搬型設備のメリットのみを挙げて，重大事故等対策では

可搬型設備による対策を基本とするものの，常設設備を排除するものでは

ない旨述べるが，上記のように常設設備と可搬型設備にはそれぞれメリッ

トとデメリットがあることからすれば，このような二者択一ではなく，いず

れの対策も要求することが深刻な災害が万が一にも起こらないようにする

ための対策であり，求められるところである。可搬型設備のもたらす重大な

危険性に鑑みれば，常設装備を明確に要求しないこと自体が不合理という

ほかない。 

５ 特定重大事故等対処施設設置の猶予は合理性を欠くこと 

上記のとおり可搬型設備には，接続作業等の人的対応が必要となるデメリ

ットがあり，このデメリットをカバーし得るものとして，常設設備である特定

重大事故等対処施設を位置付けるべきであり，これを「バックアップ対策」に

すぎないと位置付けることは相当でない。 

のみならず，新規制基準は，当初，特定重大事故等対処施設の設置期限を新

規制基準施行後５年間以内と猶予しており，さらに，事業者においてこの猶予

期間すらも間に合わなくなったことから，工事計画認可から５年以内とさら

                         
48 発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム「外部事象に対する安全対策の考

え方について（案）」１６頁 http://www.nsr.go.jp/data/000050166.pdf  

http://www.nsr.go.jp/data/000050166.pdf
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なる猶予期間を設けるために規則改正が行われた49。 

このような設置猶予期間変更の経過を見ても，特定重大事故等対処施設の

設置期限が極めて恣意的に定められたものであり，設置を猶予して再稼働を

認めることには，安全性の観点から合理性を見出せないことは明らかである。 

６ 大規模損壊対策 

(1)特定の事故シーケンスを想定した対策が講じられていないこと 

「考え方」が述べるように新規制基準の大規模損壊対策は，特定の事故シーケ

ンスを想定したものではない。 

特定の事故シーケンスを想定しない結果，新規制基準の大規模損壊対策

は，抽象的な要求にとどまり，また，根拠の乏しい想定が置かれるものとな

っている。例えば，航空機の衝突による大規模損壊は，原子炉建屋の片側に

しか発生せず，損壊している部分の反対側の接続口等は，健全であるという

想定の下に，給水ポンプ等による給水を行うものとされているが（設置許可

基準規則４３条３項３号），航空機の衝突時に原子炉建屋の片側が健全であ

るとは限らないし，また，弾道ミサイルが直撃した場合にこのような想定を

置くことができないことは明らかである。 

（2）放射性物質の放出を許容するものとなっていること 

「考え方」が述べるように大規模損壊対策は，炉心の著しい損傷や格納容器

の破損などを「緩和」するための対策や放射性物質の放出を「低減」するた

めの対策であり，環境に放射性物質が放出されることを許容するものとな

っている。大規模損壊対策においては，重大事故等対策のようにセシウム１

３７の放出量が１００テラベクレルを下回ること等は要求されていない。 

 

第６ 電源確保対策の不合理性（甲 481 の 121～145p） 

１ 福島第一原発事故の原因を決めつけ，同事故の教訓を踏まえていないこと 

⑴  電源の果たす役割の重要性 

  異常事態が生じて「止める機能」によって原子炉の核分裂反応の停止に

成功しても，炉心の燃料棒内に残存する多量の放射性物質の崩壊により発熱

が続くことから，「冷やす機能」により炉心（燃料）の破損を防止するために

炉心の冷却を続ける必要がある。炉心を冷却するには，大型ポンプ等の機器

を動作させて水を供給し続けなければならないが，そうした大型ポンプ等の

機器を動作させるためには電源供給が必要である。電源供給に失敗し，炉心

へ水を供給できずに炉心の冷却ができなくなると炉心溶融へと至る。 

このように原子力発電所における原子炉冷却機能を維持するためには電

                         
49 原子力規制庁「特定重大事故等対処施設等に係る考え方について」 

https://www.nsr.go.jp/data/000129587.pdf  

https://www.nsr.go.jp/data/000129587.pdf
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源確保対策は極めて重要な対策であり，通常は，原子力施設外の発電所から

送電線を通って供給される外部電源を利用し，外部電源からの電力供給が

不可能な場合は，非常用交流動力電源として非常用ディーゼル発電機が起

動して電力の供給を継続する。 

⑵ 福島第一原発事故の教訓 

福島第一原発事故では，まず，地震動による鉄塔の倒壊等によって外部電

源からの電力供給が絶たれた。外部電源が地震動によって途絶するという

事態は，福島第二，女川，東海第二，東通の各原発でも発生している50。 

加えて，福島第一原発事故では，外部電源の喪失に加えて，間もなく津波

によって非常用ディーゼル発電機からの交流電源供給も途絶えたために，

炉心溶融を招いてしまった。 

このように，福島第一原発事故を含む２０１１年３月１１日に発生した

東北地方太平洋沖地震とその後の津波による教訓としては，外部電源の信

頼性強化，非常用交流電源の共通要因故障対策及び非常用交流電源が喪失

した場合のさらなる電源対策が挙げられる。 

⑶ 新規制基準は福島第一原発事故の教訓を踏まえていない 

原子力規制委員会は，外部電源については，原発施設外にあるため発電用

原子炉の設備ではないし，長大な送電線全てについて高い信頼性を確保す

ることは不可能で非常時には外部電源による電力供給に期待すべきではな

いとして，信頼性強化対策を放置している。また，非常用交流電源の機能確

保対策については，福島第一原発事故よりも，はるかに楽観的に外部電源の

喪失期間（外部電源の復旧までの所要期間）を想定して非常用ディーゼル発

電機の燃料貯蔵量を想定しており，およそ実効性のない規制基準を策定し

ている。加えて，新設された重大事故等対処設備による電力供給についても，

可搬施設による人的対応に過度に依存しており，その限界を踏まえない楽

観論に基づいた机上の空論に終始している。 

以下，それぞれの規制についての問題点を詳述する。 

２ 外部電源の信頼性強化対策が放棄されていること 

 （1）各種政府機関の指摘 

福島第一原発事故では，地震動によって，外部電源設備である送電用鉄塔

の倒壊，遮断機及び断路器の部品落下，引留鉄構の傾斜等が生じて，福島第

                         
50 「原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書」 

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/iaea_houkokusho.html  

Ⅲ－３０（福島第一），同３２（福島第二），同４６（女川），同５０（東海第二），同５１

（東通）。東通原発では，原子炉建屋で観測された地震動は僅か１７ガルに過ぎなかった

にもかかわらず外部電源が途絶する事態となった。外部電源は地震動に対して極めて脆弱

といえる。 

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/iaea_houkokusho.html
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一原発への給電を停止し51，炉心損傷や大気中への放射性物質の大量放出と

いう異常事態の起因事象となった。そのため，福島第一原発事故後に，外部

電源からの電力供給の重要性と信頼性向上の必要性が，原子力安全委員会

で確認され，福島第一原発事故当時，外部電源が重要度分類でＰＳ－３（一

般産業施設と同等以上の信頼性の確保），耐震重要度分類でＣクラスと，そ

れぞれ最も低く分類されていたことが問題とされた。 

新規制基準が策定される前に，原子力安全委員会と原子力安全・保安院が，

ともに外部電源の重要性を確認したうえで，その信頼性向上の必要性を掲

げていたことからすれば，当然に，新規制基準においても外部電源の信頼性

向上，具体的には重要度分類や耐震重要度分類の分類引上げが実施される

べきことは明らかである。 

（2）新規制基準では外部電源の信頼性向上対策を放棄していること 

 ところが，策定された新規制基準では，外部電源対策として，独立した

２回線以上の送電線への接続と回線の物理的分離を要求したのみである。

原子力安全委員会と原子力安全・保安院が求めていた重要度分類や耐震

重要度分類の各分類の引上げは実現しておらず，福島第一原発事故当時

と同じ重要度分類上のＰＳ‐３，耐震重要度分類のＣクラスに据え置か

れたままである。新規制基準は，外部電源の信頼性向上対策をほとんど放

棄してしまっているのである。現状の規制のままでは，外部電源２回線に

独立性を要求しても，耐震性を高めなければ，地震により外部電源が同時

損傷する事態を防ぐことはできない。 

これについて，原子力規制委員会は，そもそも，発電所外の電線路等の

外部電源施設は発電用原子炉施設の設備ではないという形式的な理由の

ほか，実質的な理由として長大な電線路すべてについて高い信頼性を確

保することは不可能であり，電力系統の状況により影響を受けるため，原

子力発電所側で管理ができないとして，事故発生時には外部電源系によ

る電力供給に期待すべきでないと，その理由を述べている。 

しかし，原子力規制委員会の考え方は，深層防護の考え方に反するし，

炉心損傷頻度（ＣＤＦ）への外部電源の喪失事象の寄与度の高さを無視し

ているという二つの点で誤っている。 

まず，一点目として新規制基準は，原発からの放射性物質の放出を防ぎ，

もって国民の生命・健康の保護を図るために，有効な複数の対策を用意し，

かつ，それぞれの層の対策を考えるとき，他の層での対策に期待しないと

いう深層防護の考え方を踏まえて策定されたはずである。いみじくも原

                         
51 「政府事故調中間報告書」３２頁（ｃ）損傷・機能の状況を参照 
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子力安全委員会と原子力・安全保安院が指摘しているとおり，外部電源か

らの電力供給という交流電源供給手段の信頼性が向上すれば，その分だ

け電源確保対策の厚みが増すことになり，それ以外の非常用交流電源対

策や直流電源対策の整備と相俟って，電源確保対策が多層化し，電源確保

対策全体の信頼性が大きく向上することは明らかである。 

また，二点目として，ＮＲＣは，炉心損傷頻度（ＣＤＦ）の７３％ある

いは約９０％が，外部電源の喪失によって発生する旨の試算を公表して

いる52。このことからすれば，外部電源の信頼性強化を図ることが，炉心

損傷対策として極めて重要かつ有効な対策であることは明らかである。 

これに対する原子力規制委員会の「考え方」は，異常事象発生時に，早々

に外部電源からの電力供給という選択肢を諦めてしまい，非常用交流電

源等からの電力供給に頼るという深層防護の考えとは全く相いれないも

のであり，始めから炉心損傷を招く大きな要因と試算されている外部電

源が喪失した状態をみすみす招き，「背水の陣」で異常事象に対応すると

いう誤りを犯してしまっているのである。 

上記原子力規制委員会が述べている形式的な理由は，外部電源の信頼

性向上対策を行わない合理的な理由となっていない。 

同じく実質的理由についても，長大な電線路すべてに高い信頼性を確

保することは一定のコストをかければ十分可能であろう。また，電力系統

の問題に関しても，原発事業者が全体として対応すれば十分可能なはず

である。新規制基準策定に向けた議論状況の中で，原子力規制委員会が，

電線路と電力系統に関する抜本的な信頼性向上対策にどの程度のコスト

を要するのか検討した形跡はない。 

結局，原子力規制委員会は，電線路の耐震性強化や電力系統の管理を原

発事業者の負担可能なコストの範囲内で行うことはできないという，合

理的根拠を伴わないある種の「割り切り」を行ってしまっている。 

３ 非常用電源設備の機能確保対策が不十分であること 

(1)新規制基準は，非常用電源設備及びその附属設備は，多重性又は多様性

及び独立性を確保し，設備の機能を確保するための十分な容量を有する

こと（外部電源が喪失したと仮定して７日間）を規定している（設置許可

基準規則３３条７項，規則解釈３３条７項）。 

  (2)そもそも，非常用電源設備は，これまでに多数の故障を起こしていて，

外部電源が機能しない場合に必ず非常用電源が機能するといえるほどの

                         
52 日本原子力学会「原子力発電所に対する地震を起因とした確率論的リスク評価に関する

実施基準：２０１５」２６７頁 
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信頼性はない53。 

(3)それを措くとしても，これらの非常用電源設備に関する上記基準は，基

準を満たす具体的な内容（「どのような事態を想定し，どのような設備が

必要となるのか」）が制定されていないので，現実の設備が安全確保のた

めに十分か否か判断する基準となっていない。 

つまり，設置許可基準規則３３条７項や同条の解釈には，単に「非常用

電源設備の多様性」としか規定されておらず，それ以上に，具体的に非常

用電源が必要とされる「どのような事態」を想定しているのか，「それに

対応する多様性とは何か」という具体的な要求内容を読みとることはでき

ない。また，事故等の対応に「必要な設備として何を想定しているのか」

も不明である。 

このように，上記基準からは，非常用交流電源が必要となる具体的な事

態が想定されていないので，現実の事故発生時に，非常用電源に要求され

る具体的性能などの詳細を算定することが不可能であり，そもそも，必要

な対策を立てることができないのである。 

(4)また，原子力規制委員会は，非常用ディーゼル発電機の貯蔵燃料を７日

間分以上としたとした理由を，福島第一原発事故時に，免震重要棟のガス

タービン発電機の燃料供給に３日程度を要したので“より保守的に”少な

くとも７日間と設定したと説明している。 

しかし，この７日間分の燃料貯蔵に関する原子力規制委員会の説明は，

二つの点から合理性を欠く。 

まず一点目は，形式的なもので，そもそも，「考え方」で原子力規制委

員会が説明している内容は，規則解釈３３条７項の文言と整合しないとい

うものである。 

７日間という燃料貯蔵期間を定める根拠規定である規則解釈３３条７

項では「『十分な容量』とは，７日間の外部電源喪失を仮定しても，非常

用ディーゼル発電機等の連続運転により必要とする電力を供給できるこ

と」と，あくまで外部電源の喪失期間を仮定して燃料備蓄の期間を定めた

という説明になっている。「考え方」で根拠とされている福島第一原発事

故のガスタービン発電機の燃料供給に３日間を要した事実は，規則解釈で

は全く言及されていない。 

このように規則解釈では，仮定された外部電源喪失期間が燃料貯蔵量の

                         
53 「ニューシア（原子力施設情報公開ライブラリー）」

http://www.nucia.jp/nucia/kn/KnTroubleSearch.do?reSearchFlg=1 の情報検索で，情報

区分欄のトラブル情報と保全品質情報をチェックして，件名欄に非常用ディーゼル発電機

と入力すると，１４４件の情報が記録されている。 

http://www.nucia.jp/nucia/kn/KnTroubleSearch.do?reSearchFlg=1
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根拠となっているのに対し，同じことが「考え方」では，ガスタービン発

電機への燃料供給に要した期間へと，根拠がすり替わっており，両者の説

明内容は一致しない。結局，何を根拠に燃料貯蔵期間を定めているのか，

その根拠が不明確であると言わざるを得ない。 

次に二点目は，福島第一原発事故では１～４号機の外部電源の復旧まで

に１１日間を要しており，解釈規則が仮定している７日間という外部電源

喪失期間は，到底，同事故の教訓を踏まえた“保守的な”規定にはなって

いないという点である。 

政府事故調最終報告書によれば，福島第一原発事故では，外部電源を喪

失した２０１１年３月１１日１４時４９分頃から大熊線の外部電源が復

旧した同月２２日１９時１７分頃までの実に１１日と４時間２８分間（２

６８時間２８分間）にわたり，外部電源が喪失している54。 

 非常用電源は，外部電源が喪失した場合に機能を発揮し続けなければな

らないものであるから，福島第一原発事故の教訓を踏まえるならば，外部

電源喪失期間を，少なくとも１１日間以上，“より保守的に”であればそ

れ以上の期間と仮定して，所要燃料の貯蔵を要求していなければならない

ことは明らかである。 

原子力規制委員会が求める７日分では，外部電源の喪失期間を楽観的に

仮定しており，このままでは，事故時に非常用ディーゼル発電機が燃料切

れとなり，非常用交流電源を喪失してしまう可能性が高い。 

４ 全交流動力電源喪失対策設備（設置許可基準規則１４条）の不備 

 全交流電源喪失時には，非常用直流電源が唯一の電源であり，非常用直流

電源による電力の確保は欠かせない。 

 しかし，設置許可基準規則１４条や規則解釈１４条には，非常用所内直流

電源の「必要な十分な容量」について具体的定めがない。「必要な十分な容

量」が確保されなければ非常用直流電源を備えるといっても名ばかりとな

り，短時間の全交流電源喪失しか想定しない事故前の不合理な基準と変わ

りがないこととなる。 

 例えば，福島第一原発３号機は，２０１１年３月１１日１５時４１分に全

交流電源を喪失した55が，直流電源盤が浸水を免れ，同月１３日２時４２分

まで56，３５時間以上直流電源が維持されていた（ただし，それでも福島第

一原発事故を防ぐことができなかった。）。 

                         
54 「政府事故調最終報告書」１１４～１２５頁 
55 「政府事故調中間報告書」９１頁。なお，非常用交流電源喪失の原因は津波によるもの

だけではなく，地震動によっても津波到来前に機能喪失していたことは前述したとおり。 
56 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１４３頁 
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 全交流電源喪失に備えた非常用直流電源については，福島第一原発事故

を踏まえた具体的かつ保守的な必要時間を規定すべきであり，未だ不十分

な基準にとどまっている。 

５ ３系統目の猶予が違法であること 

設置許可基準規則５７条２項及びその解釈では，前項の電源が喪失した

場合に備えて所内常設直流電源設備（３系統目）を設けることと規定してお

きながら，現在の原子力規制委員会は，「更なる信頼性向上」のためである

ので，その設置を新規制基準の施行日から５年間猶予するものとしていた。 

この３系統目は，必要な電源の多重性として議論され，要求事項にされた

ものである。それにもかかわらず５年間の猶予を認めることは，それができ

るまでは，その電気系統分の安全性が不足していることを認めることであ

る。 

その後，原子力規制委員会は，５年間の猶予の始期を，「新規制基準の

施行日」から，審査に時間がかかることを理由にして「工事計画認可審査

が通ってから５年」に変更をした57。原子力規制委員会は，直流電源喪失

を防ぐためにはさらなる追加設備が必要であることを認識しながら原子

力事業者の状況を慮って再稼動の要件とはせず，ただでさえ緩い基準を

さらに緩めたのである。 

設置許可基準規則５７条２項及びその解釈の所内常設直流電源設備

（３系統目）の設置について猶予を設ける原子力規制委員会の前記変更

は，不合理なものというほかなく，かかる運用に基づく適合性審査には過

誤，欠落があるから，これによる設置変更許可処分は，設置許可基準規則

５７条２項に反し違法である。 

そして，福島第一原発事故と同様，多くの電源設備が同時に失われる状

況になった場合，バックアップの直流電源がないため，やはり全電源喪失

になってしまい，短時間のうちに炉心損傷に至るおそれがある。 

６ 全電源喪失に対する対策の欠如 

SBO と直流電源の喪失が同時に起れば，無停電電源も喪失するので，

中央制御室は暗黒になり，表示盤の計器も働かなくなる。そのような状況

下では，プラントに何が起こったのか，現状把握が著しく困難になる。そ

のことは，福島第一で実際に起ったことである。福島原発事故では，交流

電源も直流電源も喪失する全電源喪失に至ったものであり，福島原発事

故の教訓を踏まえて基準は策定されなければならないであるから，全電

                         
57 原子力規制庁「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則等の一部を改正する規則の制定について」

https://www.nsr.go.jp/data/000134318.pdf  

https://www.nsr.go.jp/data/000134318.pdf
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源喪失を想定し，その場合のハード及びソフト面の対策を基準に明記す

ることは不可欠である。 

設置許可基準規則では，４５条の冷却設備に関して，全交流動力電源喪

失・常設直流電源喪系喪失を想定して，人力で原子炉隔離時冷却系（ＲＣ

ＩＣ）等の弁操作をする規定をおいているが，それ以外に全電源喪失の場

合の規定がない。 

直流電源設備は，原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ），高圧注水系（ＨＰ

ＣＩ），非常用復水器（ＩＣ）等の蒸気駆動の冷却設備の直流電動弁に電

力供給するだけでなく，中央制御室制御盤，現場制御盤，中性子モニタ，

プロセス放射線モニタ，地震計，原子炉水位・圧力計，格納容器圧力・温

度計等の各種計装制御等にも電力を供給するものであり，これを喪失し

た場合には深刻な事態が生じるが，新規制基準にはそれに対する規定が

存在しない。 

規制委員会の基準検討チームが抽出した福島原発事故の教訓の中に所

内の照明の喪失により現場での対策が困難（１７頁），事故時における計

装設備の信頼性確保（電源・予備品）（１８頁），非常用電源からの供給や

専用電源の設置などによるモニタリング機能維持（技術的知見）（22 頁）

があり，福島原発事故の教訓を踏まえれば全電源喪失を想定した規定は

策定する必要がある。 

欧米では，直流電源も喪失した全電源喪失状態のとき，中央制御室が暗

黒とされた中で，作業員がどのように行動すべきかを検討し，そのための

訓練機関がノルウェーに設置されている。いわゆるブラックスタートと

いうもので，真っ暗闇の中で，原子炉の安全を確保する手順を整備し，訓

練をしている58。 

直流電源の重要性と福島原発事故で全電源喪失が現に発生したこと並

びに全電源喪失を想定した規制が欧米で行われていることを考えれば，

全電源喪失状態を網羅した規定が存在しない現行の規制が安全確保策と

して不十分であることは明らかである。 

７ 不合理に低い外部電源系の重要度分類 

  「考え方」によると，新規制基準は，非常用ディーゼル発電機による電力供

給機能をＭＳ‐１（クラス１）に分類して高度な信頼性を要求するのに対し，

外部電源系の供給機能については，開閉所等の発電所内の設備はＰＳ‐３（ク

ラス３）とし，発電所外の設備（電線等）は重要度分類の対象外としている。 

しかし，福島第一原発事故では，地震により原発施設の外にある鉄塔が倒れ

                         
58 佐藤暁「原子力規制委員会の『中間報告書』に埋没されたままの重要ポイント」（2014

年 12 月「科学」）１２３８頁 
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るなどして，まず外部電源を喪失し，地震発生から約５０分後に来襲した津波

によって，多くの非常用ディーゼル発電機等の機能を喪失し59，その結果，全

電源が喪失して大事故に至ったと考えられる60。一方で，福島第二原発では，

福島第一原発と同様，津波による浸水で原発施設内の非常用ディーゼル発電

機等が機能を喪失したものの，たまたま外部電源が１回線のみ生き残ってい

たため全交流電源喪失を免れ，大事故に発展することなく冷温停止に至った61。 

  そのような福島第一・第二原発事故の経験からは，原子力発電所において，

施設構内の非常用電源設備ばかりでなく施設内外の外部電源系設備も安全性

確保のためには極めて重要であるといえ，施設内の非常用電源さえ機能すれ

ば問題ないという安易な考え方を排しいずれにおいても万全の備えを要求す

ることが，原子力安全の基本である深層防護の考え方に沿うものであるとい

える。 

 

   新規制基準が外部電源の電力供給機能について高度な信頼性を求めていな

いことは，そのような福島第一原発事故の教訓を無視するものである。 

  そのような分類では，地震などの災害時には，外部電源の供給機能が容易に

失われてしまい，非常用内部電源の供給機能に頼らざるを得なくなり，初め

からいわば“背水の陣”での対応を余儀なくされ，深層防護の考え方と相容れ

ない結果となる。そして，福島第一原発事故の時のように，仮に非常用電源の

供給機能まで喪失すると，原子力施設の冷却設備が機能しなくなり，再び大

事故が発生して多くの国民の生命身体を危険にさらすことにもなりかねな

い。 

  また「考え方」では，外部電源系の分類の根拠として，外部電力の供給施設

が原子炉施設外にあって，外部の長大な電線路や経由する発電所全てについ

て高い信頼性を確保することが困難なことを挙げている。 

  しかし，外部電源系の供給施設がたとえ原子炉施設外にあるとしても，いず

れも電力会社が所有し管理する施設であることに変わりはない。たとえ他の

電力会社の設備を利用する形であるとしても，相互の協力体制を確立するこ

とによって，外部電源系の供給施設についても，高い信頼性を確保すること

                         
59 なお，「国会事故調査報告書」には「当委員会のヒアリングで１５時３５分か３６分に

停止と認められる１号機Ａ系の電源喪失の原因は津波ではないと考えられる。」との指摘

もある（ＷＥＢ版２２７頁）。 
60 「国会事故調査報告書」（ＷＥＢ版）１４２頁 
61 福島第二原発における事故対処については「政府事故調最終報告書」１２７頁以下参

照。「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版 １８６頁）では，「福島第二原発が福島第一原発と

同じ惨状に至らなかった理由には，微妙な偶然性もあったと認める必要がある。」と指摘

されている。 
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は可能である。 

   さらに，「考え方」では，長大な電線路や経由する変電所すべてについて高

い信頼性を確保することは不可能だとされているが，原子炉施設周辺に限定

されない箇所においても，コストをかければ，高い信頼性と安全性を確保す

ることは可能である。 

  ２０１３年４月４日に開催された第２１回発電用軽水型原子炉の新規制基

準に関する検討チームにおいて，重要度分類と耐震重要度分類につき，福島

第一原発事故の教訓やＩＡＥＡガイドなどを踏まえ２０１３年７月の改正原

子炉等規正法施行後に見直しを行うとされた62が，現在まで検討が進んでい

るようには見られない。  

  原子力規制委員会でも福島第一原発事故や国際基準を踏まえた重要度分類

と耐震重要度分類の見直しの必要性は十分認識しているはずであるが，新規

制基準は「見切り発車」となってしまっている。 

８ 不合理に低い耐震設計上の重要度分類 

ここでは，上記に加え，非常用ディーゼル発電機も万全ではないことを指摘す

る。 

「考え方」では，「事故等の発生時には，非常用交流動力電源である非常用デ

ィーゼル発電機から電力の供給を行う設計となって（いる）」とされている。 

しかし，非常用ディーゼル発電機は起動失敗例も少なくない63。事実上電気

事業連合会が運営している「ニューシア 原子力情報公開ライブラリー」64で

「非常用ディーゼル発電機」と入力して検索すると，油漏れや不具合などの非

常用ディーゼル発電機の「トラブル情報等」は，国内の原子力発電所で１年当

たり１０件以上は見つかる。その中には，２０１１年３月１１日の東北地方太

平洋沖地震の際に発生した火災によって機能喪失した例（女川原発１号機）

や，同年４月７日の余震で外部電源を喪失した翌日，非常用ディーゼル発電機

からの軽油漏れが見つかりこれを停止せざるを得なくなった例（東通原発１号

機）もある。非常用ディーゼル発電機は万全ではなく，特に地震に起因する事

故時には「想定外」の事態が発生してその機能が失われるリスクが高い。  

日本では原子力発電が盛んな欧州や米国中東部と比べると，地震のリスク

は比較にならない程高い。そのような地域性に鑑みても，外部電源の耐震重

要度分類をＣクラスに高めて地震による全交流電源喪失のリスクを可能な

限り低減させることこそが合理的というべきである。 

                         
62 「７月以降の検討課題について」http://www.nsr.go.jp/data/000050375.pdf  
63 原子力安全委員会事務局「最近の主な外部電源喪失事象，非常用ディーゼル発電機（Ｅ

ＤＧ）等の起動失敗事例」 
64 http://www.nucia.jp/nucia/kn/KnTop.do 

http://www.nsr.go.jp/data/000050375.pdf


36 

 

第７ 使用済燃料の貯蔵施設（甲 481 の 146～167p） 

１ 使用済燃料の危険性 

⑴ 「考え方」は，使用済燃料から放射線及び崩壊熱が発生していることには

言及しているものの，どの程度の放射線が発生するかについて言及せず，ま

た，崩壊熱は，時間とともに減少するとして，発電時に発生する熱との比較

にしか言及していないため，使用済燃料から発生する放射線及び崩壊熱の

危険性を十分に明らかにしていない。 

⑵ 原子炉の核エネルギーは，原子炉圧力容器の水を数分間で空にする程の

ペースで，毎時約５６００トンもの蒸気をタービンへと送り出しているた

め，崩壊熱は，原子炉停止から１日後には０．５％，１００日後には０．１％

のように減少するが，元の値が膨大であるだけに，０．１％といっても依然

かなりの発熱量に相当する65。この崩壊熱を除去しなければ，使用済燃料が

損傷し，大量の放射性物質が放出されてしまうし，また，過熱によるジルコ

ニウム火災の危険性も生じる。 

原子力規制委員会の委員長に就任する前の田中俊一氏の講演においても

（甲 481 の 147p 以下）66同氏は「原子炉停止から３日後でも１時間に８．

３トンの水（１００℃）を蒸発させるだけの熱（５．２ＭＷ）を発生」と崩

壊熱の危険性について正面から言及していた。 

下表は，国会事故調報告書が使用済燃料の取扱いに関する長期的配慮の

必要性を示唆する数値として，２００３年にＭＩＴ（マサチューセッツ工科

大学）が発行した「The future of Nuclear Power」記載の情報をまとめた

ものである67。 

                         
65 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１３５頁 
66 田中俊一「福島原発の現状について」４頁

http://www.kagakucafe.org/110321_tanaka.pdf  
67 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１３６頁 

http://www.kagakucafe.org/110321_tanaka.pdf
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経過年数別の放射能量と崩壊熱，放射能毒性（ＰＷＲ燃料１ｔ当たり） 

「放射能毒性」とは，含有される毒物をどれだけの水量で希釈すれば飲用

として使えるかという特性で，ここでは，１トンの使用済燃料に含まれてい

る全ての放射性物質の希釈に必要な水量として表している。例えば，１トン

の使用済燃料に含まれる放射性物質は，１０００年後に琵琶湖の水で希釈

してもまだ飲めない程である。 

⑶ 上記のような使用済燃料から発生する放射線及び崩壊熱の危険性を十分

に明らかにしないばかりか，崩壊熱について発電時に発生する熱との比較

のみを行うことで崩壊熱の危険性は低いといった誤った印象を与えかねな

い「考え方」の記述は，妥当でない。 

 

２ 福島第一原発事故の教訓：使用済燃料の冠水状態が維持できない事態も生

じ得ることを想定すべきこと 

⑴ 「考え方」は，福島第一原発事故の教訓として，①事故発生時に外部電源

が利用できなくなった際に使用済燃料プールの水位が把握できなかったこ

と，②使用済燃料貯蔵施設の補給水系が損傷した場合の代替手段が用意さ

れていなかったことを挙げ，新規制基準がこれらの教訓を踏まえた要求を

していると述べるが，福島第一原発事故から学ぶべき教訓は，これらで足り

るのであろうか。 

⑵ 福島第一原発事故では，４号機の使用済燃料プールの冷却機能が喪失し，

当時の原子力委員会委員長であった近藤駿介氏が「強制移転を求めるべき

地域が１７０ｋｍ以遠にも生じる可能性や，年間線量が自然放射線レベル

を大幅に超えることをもって移転を希望する場合認めるべき地域が２５０

ｋｍ以遠にも発生することになる可能性がある」として，東日本壊滅の危険
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性を指摘した，俗にいう「最悪シナリオ」を作成した68。 

米国ＮＲＣも，福島第一原発から５０マイル（８０．５ｋｍ）の地点で９

９ｍＳｖの被ばくをするおそれがあるとして，在日米国人に対し，５０マイ

ル圏内からの脱出を呼び掛けた69。 

田中俊一氏も，使用済燃料プールの冷却機能が停止したため，崩壊熱によ

って冷却水が温められて蒸発し，燃料被覆管及びウラン燃料が溶けて核分

裂生成物が放出され，重大な汚染が生じることを危惧していた70。 

⑶ 上記のような悲観的推測が出た背景として，国会事故調報告書は，次の技

術的理由を指摘している71。 

① 使用済燃料プールに水位計がなく，テレビカメラによる状況確認もで

きなかったこと 

② 強い地震と爆発があったため，使用済燃料プールの損傷と漏えいを懸

念するだけの理由があったこと 

③ 放射線レベルに関する情報が，それ以前に発生した３号機の影響とも

重なり，正しく分析し難かったこと 

④ ジルコニウム火災の現象に関する実験など過去の知見が充実しておら

ず，現実的な推測を行うための解析ツールも整っていなかったこと 

⑤ 米国では既に運用されていた高熱量の使用済み燃料の市松模様配列が，

日本ではまだ検討さえ始まっておらず，その結果，高熱量の使用済燃料が

局所的に集中して配列されていた可能性が認識されていたこと 

⑥ 米国では既に運用されていた「Ｂ．５．ｂ」72への対策が，日本ではい

まだ検討さえ始まっておらず，使用済燃料プールを外部水源で冷却する

設備が設置されていなかったこと 

⑷ ４号機の使用済燃料プールの冷却機能が喪失したにもかかわらず，結果

的には使用済燃料の冠水状態が維持され，最悪シナリオが現実にはならな

かった。この点に関し，「考え方」は，「なお，実際には使用済燃料貯蔵槽か

らの水の喪失には至っていない」と結論を述べるのみで，理由には触れてい

ないため，確認する。 

４号機は，２０１１年３月１１日当時，定期検査中で，使用済燃料プール

                         
68 近藤駿介「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」 

http://www.asahi-net.or.jp/~pn8r-fjsk/saiakusinario.pdf  
69 田中俊一「福島原発の現状について」９頁，「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１６８頁 
70 田中俊一「福島原発の現状について」７頁 
71 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１６８～１６９頁 
72 「Ｂ．５．ｂ」については「政府事故調最終報告書」３２５頁「ＮＲＣにおけるＢ．

５．ｂ」も参照されたい。 

http://www.asahi-net.or.jp/~pn8r-fjsk/saiakusinario.pdf
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に隣接する原子炉ウェルと呼ばれる場所に普段はない水が入れられていた

ため，この原子炉ウェルの水が意図せざる仕切り壁のずれでできた隙間を

通って使用済燃料プールに流れ込んだと考えられている。さらに，当初のス

ケジュールでは，同月７日までに原子炉ウェルの水抜きを完了する予定で

あったが，工期の遅れにより原子炉ウェルに水が張られていた状態で同月

１１日を迎えたという偶然も重なったことが明らかになっている73。また，

４号機建屋で水素爆発が起きたにもかかわらず使用済燃料プールの保水機

能は維持されたが，爆発の規模や場所が異なることなどにより使用済燃料

プールの損壊の規模がさらに激しかったときは，冷却水が保持できず，危険

な状況となっていた可能性もある74（甲 481 の 150p 以下、特に 151p の図）。 

このように福島第一原発事故では，僥倖といえる程に偶然に偶然が重な

ったことで使用済燃料が冷却されたのであり，東日本壊滅という最悪シナ

リオが現実のものになる危険性も十分にあった。 

⑸ 上記福島第一原発事故において実際に生じた事実ないし生じるおそれが

あった事実に鑑みれば，福島第一原発事故から学ぶべき教訓としては，まず，

使用済燃料ないし使用済燃料プールの危険性を十分に認識しなければなら

ないということである。このような教訓は，改めて論じるまでもないことの

ようにも思えるが，福島第一原発事故以前に使用済燃料ないし使用済燃料

プールの危険性がクローズアップされる機会は，多くなかった。 

この点に関し，憂慮する科学者同盟のエドウィン・ライマン氏の知見（甲

481 の 152,158ｐなど）も参照されたい75。 

⑹ では，福島第一原発事故から学ぶべき教訓としては，使用済燃料ないし使

用済燃料プールの危険性を十分に認識した上で，どのような対策が規制上

要求されるべきであろうか。 

上記のとおり福島第一原発事故において実際に生じた使用済燃料の冷却

機能の喪失という事実及びこれにより生じるおそれがあった壊滅的な被害

に鑑みれば，使用済燃料の冷却に関する合理的な対策はすべて，規制上要求

されるべきである。とりわけ，上記のとおり福島第一原発事故において生じ

るおそれがあった使用済燃料の冠水状態が維持できない事態及びこれによ

り生じるおそれがあった壊滅的な被害に鑑みれば，使用済燃料の冠水状態

が維持できない事態も生じ得ることも想定した合理的な対策が規制上盛り

                         
73 奥山俊宏「震災４日前の水抜き予定が遅れて燃料救う 福島第一原発４号機燃料プール

隣の原子炉ウェル」 http://judiciary.asahi.com/articles/2012030800001.html  
74 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１２４頁 
75 エドウィン・ライマン「日本における使用済み燃料貯蔵の安全性とセキュリティー」

（「科学」２０１５年１２月号）１１９１頁 

http://judiciary.asahi.com/articles/2012030800001.html
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込まれていなければ，かかる規制基準は不合理というほかない。 

 

３ 国会事故調報告書が指摘した技術的問題が解消されていないこと 

⑴ 前記２⑶記載の国会事故調報告書が指摘した技術的問題について，新規

制基準の要求等によって解消されているか否かを検討する。 

① 使用済燃料プールに水位計がなく，テレビカメラによる状況確認

もできなかったこと 

△ 

② 強い地震と爆発があったため，使用済燃料プールの損傷と漏えい

を懸念するだけの理由があったこと 

× 

③ 放射線レベルに関する情報が，それ以前に発生した３号機の影響

とも重なり，正しく分析し難かったこと 

△ 

④ ジルコニウム火災の現象に関する実験など過去の知見が充実し

ておらず，現実的な推測を行うための解析ツールも整っていなかっ

たこと 

× 

⑤ 米国では既に運用されていた高熱量の使用済み燃料の市松模様

配列が，日本ではまだ検討さえ始まっておらず，その結果，高熱量

の使用済燃料が局所的に集中して配列されていた可能性が認識さ

れていたこと 

× 

⑥ 米国では既に運用されていた「Ｂ．５．ｂ」への対策が，日本で

はいまだ検討さえ始まっておらず，使用済燃料プールを外部水源で

冷却する設備が設置されていなかったこと 

△ 

⑵ 上記①及び③について，新規制基準は，外部電源が利用できない場合にお

いても，使用済燃料プールの温度，水位等の状態を示す事項を監視すること

ができるものとすることを要求しているが，使用済燃料プールの計装系の

安全重要度分類及び耐震重要度分類は，最低クラスに据え置かれたままと

なっている。 

このことは，基準地震動以下の地震動により使用済燃料プールの計装系

が機能喪失し，使用済燃料プールの温度，水位，放射線レベル等の状態を把

握することすらできなくなる事態が生じることを意味する。 

この点に関し，国会事故調報告書は，福島第一原発事故では，電源喪失に

よる計装系の機能喪失が大きな問題であったが，仮に電源があっても炉心

溶融後は，設計条件をはるかに超えており，計測器そのものがどこまで機能

するか，既設原発での計器類の耐性評価を実施し，設備の強化及び増設を含

めて検討する必要があると指摘している76。 

                         
76 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１０４頁 
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福井地裁２０１５年４月１４日高浜原発３・４号機運転差止仮処分決定

も，事故時の事態の把握の困難性から，使用済燃料プールの計測装置がＳク

ラスであることが必要だとし，使用済燃料プールの計測装置の耐震クラス

をＣクラスとしている新規制基準は，緩やかにすぎ，合理性を欠くと判示し

ている77。 

⑶ 上記②について，新規制基準の地震対策に係る要求事項が不十分である

ことや，使用済燃料プールが堅固な施設に囲い込まれていないことからす

れば，使用済燃料プールの損傷と漏えいの懸念は解消されていない。 

⑷ 上記④について，福島第一原発事故後においても，ジルコニウム火災の現

象に関する実験など過去の知見が充実しておらず，現実的な推測を行うた

めの解析ツールも整っていない状況に変わりはない。 

⑸ 上記⑤について，米国ＮＲＣの命令「Ｂ．５．ｂ」は，使用済燃料の使用

済燃料プールにおける燃料配置について，崩壊熱の高い新しい使用済燃料

と古い使用済燃料の配置を市松模様状に配置することを要求しているとこ

ろ，前記のとおり福島第一原発４号機では，このような運用がなされていな

かったため，壊滅的な被害が生じるという悲観的観測がなされ，国会事故調

も，この市松模様状の配置の導入を提言しているにもかかわらず78，新規制

基準は，これを要求していない。 

これは，使用済燃料の冠水状態を常に維持できるという前提の下で要求

していないものと考えられるが，前記のとおり福島第一原発事故において

生じるおそれがあった事実に鑑みて，使用済燃料の冠水状態が維持できな

い事態も生じ得ることを想定した合理的な対策も規制上要求されるべきで

あり，とりわけ使用済燃料の市松模様状の配置のように新たな設備を設置

することなしに実行可能な運用すら要求しない新規制基準は，不合理とい

うほかない。 

⑹ 上記⑥について，新規制基準は，代替注水設備として可搬型代替注水設備

を配備することなどにより，使用済燃料の冠水状態を維持することを要求

している。このような可搬式設備の配備は，安全性を向上させるものではあ

るが，人為的な作業を伴うため，不確実性が高い。人為的な作業の不確実性

が明らかになった福島第一原発事故の教訓を踏まえれば，使用済燃料プー

ルを外部水源で冷却する可搬式設備とともに人為的な作業を伴わない「恒

設設備」の設置も要求すべきである。 

 

                         
77 ４４～４５頁 
78 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１２４頁 
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４ 原子力学会の提言 

⑴ 原子力学会は，２０１１年５月９日，福島第一原発事故から教訓を得て，

世界で稼働中の原発で同じような事故を二度と起こさないようにするため，

「福島第一原子力発電所事故からの教訓」という提言をまとめ，この提言の

中で，使用済燃料プールの冷却に対する教訓として，ａ「使用済み燃料貯蔵

プールの冷却に失敗した」，ｂ「建屋が破損した後の使用済み燃料の閉じ込

めに課題がある」として，５つの提言を行った79。（甲 481 の 156ｐ） 

しかし,これらのうち、短期的な 2つの提言すら実現されたといえないこ

とは前記３⑵及び⑹記載のとおりである。中期的提言はいうまでもない。 

 

５ 使用済燃料の貯蔵施設 

(1)「考え方」は，「崩壊熱は原子炉の停止後，時間とともに減少するものであり，

使用済燃料を炉心から取り出し，使用済燃料の貯蔵施設へ移動する段階では

原子炉の停止から数日経過しているため，崩壊熱はかなり小さくなっている」

と述べ，使用済燃料の貯蔵施設が堅固なものでなくてよいと強弁する。 

しかし，前述のとおり原子炉の核エネルギーは，原子炉圧力容器の水を数分

間で空にするほどのペースで，毎時約５６００トンもの蒸気をタービンへと

送り出しているため，崩壊熱は，原子炉停止から１日後には０．５％，１００

日後には０．１％のように減少するが，元の値が膨大であるだけに，０．１％

といっても依然かなりの発熱量に相当する。この事実に触れずに原子炉停止

時の熱との比較のみに言及することにより使用済燃料の崩壊熱は小さいとい

う誤った印象を与えかねない「考え方」の記述は，事実を述べないものである。 

(2)さらに「考え方」は，「使用済燃料は放射性物質を閉じ込める役割を果たす

燃料被覆管の健全性を維持するために使用済燃料の冠水状態の維持を行い
．．．．．．．．．．

，
．

崩壊熱を除去すれば
．．．．．．．．．

，放射性物質が放出されるような事態は考えられない

ため，原子炉容器，原子炉格納容器のような耐圧性を有する施設として設計

することまでは必要ではない」と述べる。 

これは，裏を返せば，使用済燃料の冠水状態を維持できなくなれば，崩壊

熱により燃料被覆管の健全性が維持できなくなり，大量の放射性物質が放

出されること，新規制基準は，使用済燃料の冠水状態が維持できなくなるこ

とを想定していないことを認めているということである。 

(3)そうであれば，また福島第一原発事故において生じ得た壊滅的な被害に鑑

                         
79 一般社団法人日本原子力学会「福島第一原子力発電所事故からの教訓」９頁

http://www.aesj.or.jp/information/fnpp201103/chousacom/gb/gbcom_kyokun20110509.p

df  

http://www.aesj.or.jp/information/fnpp201103/chousacom/gb/gbcom_kyokun20110509.pdf
http://www.aesj.or.jp/information/fnpp201103/chousacom/gb/gbcom_kyokun20110509.pdf
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みれば，使用済燃料の冠水状態が維持できない事態も生じ得ることを想定

した対策が規制上要求されないのは不合理である。 

(4)さらに，新規制基準は，「トルネード・リリーフ・ベント」の設置を要求し

ていないため，建屋の上を竜巻が通過した場合には，その時急激に生じる大

きな差圧のため屋根が破壊されてしまうおそれがあるし80，また，竜巻によ

る飛来物が建屋の屋根や外壁を貫通して使用済燃料プールに侵入すること

も許容するものとなっている81。 

(5)上記のとおり福島第一原発事故において生じるおそれがあった使用済燃

料の冠水状態が維持できない事態及びこれにより生じるおそれがあった壊

滅的な被害に鑑み，使用済燃料の冠水状態が維持できない事態も生じ得る

ことを想定すべきこと，原発の安全確保の最も主要な部分は，核分裂生成物

の拡散を防止するための壁の健全性をいかにして維持するかであるところ，

使用済燃料は，原子炉内の燃料よりも核分裂生成物を遥かに多く含むこと，

格納容器に外部からの不測の事態に対する防護機能も期待されていること

からすれば，使用済燃料を堅固な施設によって囲い込むという対策は，合理

的であり，規制上要求されるべきである。 

福井地裁２０１５年４月１４日高浜原発３・４号機運転差止仮処分決定

も，使用済燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測

の事態に対して堅固な施設によって防御を固められる必要があるとし，か

かる規制を行っていない新規制基準は，緩やかにすぎ，合理性を欠くと判示

している82。 

６ 使用済燃料貯蔵施設の不合理な耐震重要度分類 

  「考え方」によると，使用済燃料プールに関しては，自ら放射性物質を内蔵

していることを根拠に，補給水設備については，その安全機能を維持するた

めに必要であることを根拠に，それぞれＳクラスと分類する。その一方で，使

用済燃料プールの冷却系（以下「冷却系」という。）については，その機能を

喪失したとしても，補給水設備により水が補給できれば不都合がないことを

根拠に，Ｂクラスに分類する。 

  つまり，プール及び補給水設備については，高度の信頼性を要求するのに対

し，冷却系については，そのような高度の信頼性を要求しない。 

   しかしながら，補給水設備も冷却系も，どちらも使用済燃料プールを冷却

してその安全機能を維持するために重要な設備であり，深層防護の観点から

                         
80 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）２０４頁 
81 関西電力株式会社「高浜３号炉および４号炉 竜巻影響評価について」４２，４６，５

６頁等 https://www.nsr.go.jp/data/000035137.pdf  
82 ３９～４５頁 

https://www.nsr.go.jp/data/000035137.pdf


44 

はいずれもＳクラスとするべきである。  

   福島第一原発事故の際には，使用済核燃料プールの冷却機能も補給水機能

も喪失し，東日本を壊滅させるような事態に発展することが懸念された838485。

そのようなリスクの甚大さを考えれば，冷却系をＳクラスとすることは僅か

なコストといえるのであり，新規制基準は不合理である。 

７ 計装系をＳクラスとすべきであること 

福島第一原発事故の際に前記のような悲観的推測が出た原因として，国会

事故調査報告書は，使用済み燃料プールに水位計がなく，テレビカメラによる

状況確認もできなかったことを指摘している86。 

  新規制基準は，外部電源が利用できない場合においても，使用済み燃料プー

ルの温度，水位等の状態を示す事項を監視することができるものを要求して

いるが，耐震重要度分類に関しては，最低クラスに据え置いて，高度の信頼性

と安全性を要求していない。新規制基準では，基準地震動以下の地震により，

使用済み燃料プールの温度，水位等を把握することすらできなくなってしま

う事態を想定しているということになるが，そのことは地震時（それも基準

地震動以下の）における壊滅的な事態を引き起こしかねないものである。 

  

第８ 地震（甲 481 の 168～209p） 

１ 地震対策の規制の経緯とその誤り 

  歴史的に見て，日本の原子力の地震対策の規制は，極めて杜撰なもので

あった。 

  福島第一原発の原子炉設置許可申請がなされた１９６６～１９７１年当

時は，安全規制のための耐震設計基準がなく，安全機能が保持されること

を確認するための地震動（機能保持検討用地震動）は事業者が独自に設定

し，経験主義的に審査された。福島第一原発の耐震設計の基準とする地震

動の最大加速度は，建設時は２６５ガルに過ぎなかった87。１９７０年頃に

は日本でも広く適用されるようになった「プレートテクトニクス理論」に

よれば，起こり得る大地震による地震動が２６５ガルを大幅に超える可能

性が高いことは予想できたはずであるが，原子力関係者は最新知見を取り

入れようとしなかった。 

  １９７８年にようやく定められた「耐震設計審査指針」（旧指針）では，

                         
83 近藤駿介「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」 
84 田中俊一「福島原発の現状について」７頁，９頁 
85 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１６８頁 
86 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）１６８～１６９頁 
87 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）６３頁 
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基本方針として，「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対し

てもこれが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなけ

ればならない」とされた。つまり，どんな地震が来ても大事故を起こさない

原発を設計することが基本的な規制要求とされたのである。しかし，例え

ば福島第一原子力発電所については，Ｓ１‐Ｄが１８０ガル，Ｓ２‐Ｄが

２７０ガル，Ｓ２‐Ｎが３７０ガルとなったが，現在の水準からすれば依

然として著しく低いままであった。 

  １９９５年の阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）によって，耐震工学に

対する国民の不信感が一挙に高まり，原発も地震で損傷するのではないか

という不安が増大した。安全委員会は旧指針の改訂になかなか着手しなか

ったが，２００１年７月に耐震指針検討分科会が設置され，５年以上の調

査審議を要し，２００６年９月に新たな「発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針」（新指針）が安全委員会で正式決定された。新指針ではＳ１

とＳ２が統合された基準地震動Ｓｓが登場し，これが「施設の供用期間中

に極めてまれではあるが発生する可能性があり，施設に大きな影響を与え

るおそれがあると想定することが適切な地震動」と定義されたが，基準地

震動への影響は小さかった。 

国会事故調では，耐震設計審査指針改訂の過程において電気事業者が不

適切に関与したことが指摘されており，規制当局が東電・電事連の「虜（と

りこ）」となっていたことを認定する重要な根拠となっている88。 

このように，日本の原発では段階的に基準地震動を引き上げて来ている

が，以後は万が一にも深刻な事故を起こさないと真摯に考えるならば，抜

本的な基準の見直しが必要である。現在なされているような弥縫策的な基

準地震動の策定は科学的知見に反し，不合理であり，また今日における社

会通念にも反するものである。 

現に，新規制基準策定前において，日本の２０箇所に満たない原発のうち，

観測された最大地震加速度が設計上想定された地震加速度を超過する事例は，

過去約１０年間で少なくとも以下の５ケースに及んでいる89（原判決でも言及

                         
88 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）５０６頁 

また，添田孝史「耐震規制の『落としどころ』をにぎっていた電力会社‐東電事故につ

ながるバックチェック先延ばしを開示文書から探る」（「科学」２０１７年４月号）３５９

頁には，新指針の原案作成に電力会社が全面的関与をしていた実態等が記載されている。 
89 ここでは，国会事故調報告書にならい，少なくとも５ケースとしたが，２０１１年３月

１１日福島第二原発，同日東海第二原発，同年４月７日女川原発でも基準地震動を上回る

地震動が観測されている（原子力安全・保安院「平成２３年東北地方太平洋沖地震の知見

を考慮した原子力発電所の地震・津波の評価について～中間とりまとめ～」

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_6016863_po_20120216003-

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_6016863_po_20120216003-5.pdf?contentNo=5&alternativeNo
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されている公知の事実である）。 

旧指針の基準地震動Ｓ２は，「起こり得る最強の揺れ」を超えるおよそ現実

的でない地震とされており，新指針策定後の各原子力事業者は基準地震動Ｓ

ｓの年超過確率を多くの場合１万年に１回から１００万年に１回程度として

いた90が，上記のような超過事実からしてこれらの評価に重大な誤りがあるこ

とは明白となった。このような超過頻度は異常であり，超過確率を１万年に１

回未満として設定している欧州主要国と比べても，著しく非保守的である実

態が示されている9192。しかし，基準地震動策定に係る新規制基準は，新指針か

らの実質的な変更は見られない。 

 

２ その理由：地震の科学の限界 

  地震は岩盤の破壊現象であり，原理的に予測することは困難である。また地

震は地下深くで起こる現象であり，その発生の機序の分析は仮説や推測に依

拠せざるを得ないのであって，仮説の検証も実験という手法がとれない以上

過去のデータに頼らざるを得ない。しかし，大規模な地震の発生頻度は必ずし

も高いものではない上に正確な記録は近時のものに限られている93。 

  かつては重力加速度である９８０ガルを超える揺れは起きないというのが

地震の専門家の間の通念であったが，１９９５年の阪神淡路大震災（兵庫県

南部地震）を契機として日本の地震動観測網が整備され始めると，１０００

ガルを越えるような揺れが次々と観測されるようになった。特に２００４年

新潟県中越沖地震では柏崎刈羽原発１号機で１６９９ガル（解放基盤表面）94，

                         
5.pdf?contentNo=5&alternativeNo）。 

 さらに，２００９年８月１１日に発生した駿河湾の地震の際には，浜岡原発５号機で基

準地震動Ｓ１の床応答スペクトルを上回っている。 
90 例えば，福島第一原子力発電所も福島第二原子力発電所も，東北地方太平洋沖地震発生

前は基準地震動Ｓｓの超過確率は１０－４～１０－６／年とされていた（「原子力安全に関す

るＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書－東京電力福島原子力発電所の事故につ

いて－」Ⅲ‐２８，３２ http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/pdf/03-jishin-

tsunami.pdf）。 
91 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）２０３頁 
92 耐震バックチェックの審査に委員として関わっていた信州大学の泉谷恭男氏は，基準地

震動をここ１０年で４回（東北地方太平洋沖地震を１回と見ている。）超過したことにつ

いて，「事情を知りさえすれば当たり前のこと」と述べ，「基準地震動は科学的真理などで

はなく原発審査のための『割り切り』というに過ぎない」等と指摘している（浜田信生

「『原発の基準地震動と超過確率』に関連して考えたこと」（日本地震学会ニュースレター

Ｖｏｌ．２５ Ｎｏ．４）

http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=2818）。 
93 福井地裁平成２６年５月２１日大飯原発３・４号機運転差止判決４４頁 
94 東京電力「柏崎刈羽原子力発電所に耐震安全性向上の取り組み状況」３頁 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_6016863_po_20120216003-5.pdf?contentNo=5&alternativeNo
http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/pdf/03-jishin-tsunami.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/pdf/03-jishin-tsunami.pdf
http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=2818
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２００８年岩手・宮城内陸地震では KiK-net 観測点ＩＷＴＨ２５（一関西）の

地表の三成分合成値として４０２２ガル95という極めて大きな地震動が観測

され，関係者を驚愕させた。 

また，世界全体ではＭ９を超える地震が時々発生していたにもかかわらず，

２０１１年東北地方太平洋沖地震が起きるまで，日本の多くの地震学者は，日

本海溝はプレートの固着が弱く，Ｍ９級の地震がないと言える地域性がある

と思い込んでいた。現在は，東北地方太平洋沖地震は６００年に１回程度の地

震とされている96。 

このように近年の地震観測は，「想定外」の繰り返しである。また，東北地

方太平洋沖地震によって，６００年に１回程度の地震を「想定外」にしてしま

うのが地震の科学の実力であり，近年の地震観測だけで「大地震が起きない地

域性がある」等と考えると甚大な被害を生むおそれがあることが明らかとな

った。 

以上のとおり現在の地震学・地震工学は，大地震の予測の力は明らかに不十

分であり，原子力発電所の耐震安全性確保に必要な信頼性を備えているとは

言えない。 

  設置許可基準規則の解釈別記２第４条５項柱書には，「『基準地震動』は，

最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周辺の地質・地質構造，地

盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが

適切なもの」と規定されているが，前述のような地震の科学の限界からして，

どの程度の地震動を想定するのが適切であるのか，科学的に確定させること

は不可能であり，「地震学…的見地から想定することが適切なもの」を策定す

るには，最低限，最も保守的・批判的見解を有する地震学者の知見を踏まえな

ければならない。 

 

３ 具体的な基準は合理的な理由なく，時間切れというだけで作られなかった 

                         
http://www.tepco.co.jp/company/corp-

com/annai/shiryou/report/bknumber/0806/pdf/ts080601-j.pdf  
95 防災科学技術研究所「平成２０年（２００８年）岩手・宮城内陸地震において記録され

たきわめて大きな強震動について」 

http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/topics/Iwatemiyaginairiku_080614/IWTH25_N

IED.pdf  

なお，同観測点では地中南北動でも１０３６ガルという地震動が観測されている。KiK-

net 地中観測記録について，電力会社では一般に，それを２倍にしたものをはぎとり波相

当とみる簡易な検討を行っている。 
96 地震調査研究推進本部地震調査委員会「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評

価（第二版）について」（平成２３年１１月２５日公表）において平均発生間隔が６００

年程度とされている。http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11nov_sanriku/  

http://www.tepco.co.jp/company/corp-com/annai/shiryou/report/bknumber/0806/pdf/ts080601-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/company/corp-com/annai/shiryou/report/bknumber/0806/pdf/ts080601-j.pdf
http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/topics/Iwatemiyaginairiku_080614/IWTH25_NIED.pdf
http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/topics/Iwatemiyaginairiku_080614/IWTH25_NIED.pdf
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/11nov_sanriku/
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  新規制基準を検討する過程では，前記のような地震の科学の限界を踏まえ

た基準の抜本的な見直しについて提案されていた。 

防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長（当時）の藤原広行氏は，

「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チ

ーム」第５回会合において，不確定さの考慮に関する書面97を提出している（甲

481の179p以下）。藤原氏は，この書面に基づき，「単に現象がばらついている

ということだけでなくて，我々の認識が足りないところ，あるいは方法論として

もまだ不成熟で足りないところ，色んなタイプの不確かさ」を考慮する必要性

や，安全目標と関連づけた定量的な基準の必要性を訴えた98。 

以上の藤原氏の提言について，同チームに参加していた釜江克宏氏（地震工学）

は「今，藤原委員からの話は，ほとんどの部分が同調できる」と述べ，高田毅士

氏（建築構造）も「藤原さんの御意見に賛同するところが非常に多い」と述べて

おり，異論らしい異論はなかった。 

その後も藤原氏は，同チームで幾度か同様の主張を繰り返したが，結局藤原氏

のこの提案は，新規制基準において採用されず，具体的・定量的な基準は策定さ

れなかった。 

とりわけ，原子力規制庁の櫻田道夫審議官からは 

「新規制への適用については，各社，いろいろ準備されていて，施行後，直ち

に色んな申請が来る」 

「それをもう直ちに対応しなければならないと，こういうような事情がござ

います」 

等と告げられ，藤原氏の最後の訴えも却下された99。もちろん，かかる理由に

よる基準の不策定は，誰がどう見ても不合理である。 

本来であれば，適合性審査の開始日を延期してでも，安全目標に沿った具

体的な審査基準を策定すべきであったが，原子力規制委員会は，旧規制機関

と同様，電力会社の圧力に屈し，災害の防止上支障がないと言える具体的な

審査基準を策定する責務を怠った。 

 

４ 規制上の要求事項は曖昧であり，原発への規制として合理性を欠くこと 

                         
97 「震基４－２新安全設計基準（骨子素案）に関するメモ」

https://www.nsr.go.jp/data/000050673.pdf  
98 発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 

第５回会合 議事録 ３０，３４，４９頁 

 http://www.nsr.go.jp/data/000050767.pdf 
99 「発電用軽水型原子炉の地震・津波に関わる新規制基準に関する検討チーム第１３回会

合 議事録」４７～５０頁 http://www.nsr.go.jp/data/000050775.pdf  

https://www.nsr.go.jp/data/000050673.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000050775.pdf
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設置許可基準規則３条，４条，３８条，３９条から分かるとおり，地震対策

に係る規制上の要求事項の基礎として基準地震動が位置づけられる。このこ

とは，事業者にとって基準地震動の設定が原発耐震設計の出発点であること

をも意味する。しかし，基準地震動の引き上げはその後の多くの手続に影響

してコストの増加に直結することから，事業者は，対外的には最大の揺れを

考慮していると言いながら，内実は１ガルでも引き上げを抑制すべく，前記

２の地震の科学の限界を自身に都合良く解釈することが常態化している。 

設置許可基準規則の解釈において，具体的にどの程度厳しい基準地震動を

申請者に要求するのかということに係る規定はない。これでは，基準地震動

を可能な限り小さく止めようとする事業者を厳しく規制するのはほとんど不

可能である。 

 

５ 国際的に確立されたＩＡＥＡ・ＳＳＧ‐９の不採用 

  ＩＡＥＡ安全基準シリーズにおいて地震動について規定している最新の

ものは“Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations”

（訳：「各施設のサイト評価における地震ハザード」）(Specific Safety 

Guide No.SSG-9)（以下「ＳＳＧ‐９」という。）である。 

  ＳＳＧ‐９は，「５．１ 地震動ハザードは，確率論的及び決定論的地震

ハザード解析手法の両方によって評価することが望ましい」100とした上で，

確率論的評価においても決定論的評価においても，最大潜在マグニチュー

ド（“max potential magnitude”）を評価することを要求している。だが

新規制基準では確率論的評価も最大潜在マグニチュードの評価も求めてい

ない。その結果，内陸地殻内地震については評価対象となる震源から発生

する平均的な地震規模が前提となり，プレート境界地震や海洋プレート内

地震については曖昧な根拠によって地震規模が設定されることとなってい

る。 

  また，ＳＳＧ‐９では地震ハザードについて第三者の専門家グループに

                         
100 “5.1  The ground motion hazard should preferably be evaluated by using both 

probabilistic and deterministic methods of seismic hazard analysis.” 

なお，第１回発電用原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チー

ムでは，同規定につき，「地震動ハザードは，地震ハザード解析の決定論的方法か確率論

的方法のいずれかを用いて評価すべきである」と訳された資料が配布されていたが，明ら

かな誤訳である（「国内外の地震・津波関係基準及び東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故を踏まえた各事故調等の主な指摘事項（耐震関係基準の内容に関するもの）」８

頁参照）。 

http://www.nsr.go.jp/data/000050643.pdf  

http://www.nsr.go.jp/data/000050643.pdf
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よるピアレビューの実施が規定されている101が，日本では基準地震動に係

るピアレビューは実施されていない。特に原子力規制委員会・規制庁には

強震動についての専門性に疑問が呈されている状況102からしても，地震動

に係るピアレビューの実施は不可欠である。 

  これらの確立した国際慣行を無視する規制基準や規制実務は，原子炉等

規制法 2 条の明文に反するものであり，本件原発の具体的危険性を根拠づ

けるものである。 

 

６ 応答スペクトルに基づく地震動評価 

(1)事前の震源特定の困難さ 

  応答スペクトルに基づく地震動評価に限らず，「震源を特定して策定する地

震動」は，事前に震源の位置と規模がある程度正確に予測できることが前提と

なっている。だが，現在の地震の科学技術の水準では，そもそもこの点の予測

が非常に困難である。そのことを奇貨としてか，日本の原子力の世界では，基

準地震動を小さく抑えるような震源設定が常態化していた。 

内陸地殻内地震については，地震前の活断層の特定が重要になるが，近年の

Ｍｗ６．５以上の内陸地殻内地震103に限って見ても，２０１６年熊本地震のよ

うに事前に震源がある程度特定できていた例はむしろ稀であり，２０００年

鳥取県西部地震，２００４年新潟県中越地震，２００４年福岡県西方沖地震，

２００７年能登半島地震，２００７年新潟県中越沖地震，２００８年岩手・宮

城内陸地震のように，事前に震源が十分に特定できなかったものがほとんど

である。この中には，２００７年能登半島地震や同年新潟県中越沖地震のよう

に，基準地震動を超過した事例も存在する。 

活断層の評価には解釈の余地があり得ることから，日本の原子力施設周辺

では，あるはずの活断層が無視され，無視できない場合にはできるだけ短く

「値切る」という異常な安全審査が行われてきた104105。例えば，２０１１年福

島県浜通り地震の際には，新指針下で活動性が否定されていた井戸沢断層が

湯ノ岳断層と連動して活動し，湯ノ岳断層自体も事前に東京電力が評価して

                         
101 ＳＳＧ－９の 11.18-11.20 参照。 
102 例えば，「『忘災』の原発列島 揺れ過小評価を指摘 島崎元規制委員長代理『過ち繰り

返したくない』」（毎日新聞２０１４年７月２１日記事）を参照 
103 地震動ガイドⅠ．４．２．１〔解説〕では，Ｍｗ６．５以上の地震は，震源断層がほ

ぼ地震発生層の厚さ全体に広がって地表付近に一部の痕跡が確認される地震に当たること

になっている。 
104 渡辺満久「活断層研究と地震被害軽減」（「日本の原子力発電と地球科学」）２２頁 
105 例えば，従前の安全審査では，伊方原発沖の中央構造線は無視され，島根原発近傍の

鹿島（宍道）断層は短く評価されていた。 
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いた長さよりもさらに長かったことが判明した106。これは，当時も今も変わら

ない，事前評価の限界と十分な「不確かさの考慮」がなされていない審査の実

情を示すものである。 

  事前に震源を特定することの困難さを考慮したのか，設置許可基準規則の

解釈別記２第５項二号⑤では，「各種の不確かさ（震源断層の長さ，地震発生

層の上端深さ・下端深さ，断層傾斜角，アスペリティの位置・大きさ，応力降

下量，破壊開始点等の不確かさ，並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いに

よる不確かさ）については，敷地における地震動評価に大きな影響を与えると

考えられる支配的なパラメータについて分析した上で，必要に応じて不確か

さを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮すること」と規定されている

が，「不確かさの考慮」について何をどのようにどの程度考慮するのが「適切

な手法」といえるのか指標となるべきものがほとんどない中，かように曖昧な

規定では「不確かさの考慮」について厳しい審査が行われることは期待できな

い。 

(2)経験式が有するばらつきの考慮のなさ 

  活断層から発生する内陸地殻内地震が検討用地震となっているケースで

は，多くの場合，「応答スペクトルに基づく地震動評価」では松田式107，「断

層モデルを用いた手法による地震動評価」では入倉・三宅式108と呼ばれる，断

層の長さ又は面積と地震規模を関連付ける経験式が用いられている。 

  だが，これらの経験式は，あくまで断層と地震規模との平均的関係を示すも

のに過ぎず，これらの経験式を予測に使う限り，地震規模の設定には一定の誤

差が避けられない。 

  この点，地震動ガイドⅠ.3.2.3⑴には，「経験式は平均値としての地震規模

を与えるものであることから，経験式が有するばらつきも考慮されている必

要がある」と規定されている。ところが，これまでの適合性審査において，原

子力規制委員会が松田式や入倉・三宅式等の経験式が有するばらつきを考慮

しているようには見受けられない。 

                         
106 事前には１９．５ｋｍと評価されていたが，地震後のインバージョン解析では２６ｋ

ｍと評価されている。原子力安全・保安院「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発

電所の耐震安全性について」１３頁，引間和人「２０１１年４月１１日福島県浜通りの地

震（Ｍｊ７．０）の震源過程」２４９頁参照。 
107 松田時彦「活断層から発生する地震の規模と周期について」（「地震」第２輯第２８

巻）２６９～２８３頁

https://www.jstage.jst.go.jp/article/zisin1948/28/3/28_3_269/_pdf  
108 入倉孝次郎，三宅弘恵「シナリオ地震の強震動予測」（「地学雑誌」１１０⑹）８４９

～８７５頁

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography1889/110/6/110_6_849/_pdf  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/zisin1948/28/3/28_3_269/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography1889/110/6/110_6_849/_pdf
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(3)距離減衰式が有する不確かさ 

  「考え方」も述べるとおり本来であれば，敷地で得られた観測記録を統計分

析して距離減衰式を作成することが「不確かさ」を低減させる理想的方法であ

るが，統計分析が可能な程に十分な観測データを得ている原発サイトはほと

んどない。女川原発で２００５年宮城県沖地震の際に基準地震動を上回る地

震動を観測した要因について，観測記録がそれまでの距離減衰式よりも大き

い傾向にあることから，「宮城県沖近海のプレート境界に発生する地震の地域

特性によるもの」とされている109が，観測記録が得られていないサイトでその

ような特性を事前に考慮する方法については検討されていない。したがって，

想定していなかった要因によって距離減衰式による予測を上回る地震動が原

発敷地を襲うことは十二分にあり得る。 

(4)距離減衰式のばらつき（偶然的不確定性） 

地震は多様で複雑な現象であり原理的に予測が難しい一方で，距離減衰式

は少ないパラメータから平均的な地震動予測を行うものに過ぎず，大ざっぱ

な地震動評価しかできない。仮に事前に地震規模や断層の位置を正確に予測

できていたとしても，地震動予測の精度としては少なくとも倍半分程度の誤

差は不可避である。そのことは，各距離減衰式の基のデータが倍半分を超えて

ばらついていることを見ても明らかである。 

距離減衰式のばらつき・不確定性を認識論的不確定性と偶然的不確定性に

分類し定量的に評価する考え方がある110。偶然的不確定性はデータが増えても

低減させることができない本質的なばらつきで，採用しているモデル自体の

現象説明能力が不十分であることに起因するものもこれに含まれる111。距離減

衰式は少ないパラメータしか扱わないため，そのばらつきには偶然的不確定

性が寄与するところが大きい。 

  高度な安全性が要求される原発においては，低減させることができない不

確定性は当然考慮されなければならない。ＳＳＧ‐９にも，経験式ないし距離

                         
109 東北電力「女川原子力発電所における宮城県沖の地震時に取得されたデータの分析・

評価および耐震安全性評価について（報告）の概要」http://www.tohoku-

epco.co.jp/whats/news/2005/51125a2.htm  
110 例えば，内山泰生，翠川三郎「距離減衰式における地震間のばらつきを偶然的・認識

論的不確定性に分離する試み」（「日本地震工学論文集」１３⑴）３７～５１頁 
111 山田雅行・先名重樹・藤原広之「強震動予測レシピに基づく予測結果のバラツキ評価

の検討～逆断層と横ずれ断層の比較」（「土木学会地震工学論文集」２００７年８月号）１

０５頁では，モデル化しない（できない）ことによって生じるばらつきを「偶発的バラツ

キ」としており，「認識論的不確定性」と対比する形で記載されている。 

 また，下記防災科学技術研究所のホームページでは，偶然的不確定性について「採用し

ているモデル自体の現象説明能力が不十分であることに起因するものもここに含む」とさ

れている。http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_275/html/html/5-1.html  

http://www.tohoku-epco.co.jp/whats/news/2005/51125a2.htm
http://www.tohoku-epco.co.jp/whats/news/2005/51125a2.htm
http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_275/html/html/5-1.html
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減衰式について偶然的不確定性の考慮が規定されている112。 

  ところが，新規制基準には距離減衰式の偶然的不確定性の考慮を要求する

明示的な規定がない。その結果，適合性審査では距離減衰式の偶然的不確定性

が適切に考慮されているとは言えず，これによる過小評価のおそれは否定で

きない。 

７ 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

(1)強震動に関する知見は不十分であること，およびレシピ改正の目的 

  地震本部地震調査委員会のレシピ冒頭には，「『誰がやっても同じ答えが

得られる標準的な方法論』を確立すること」を目指してとりまとめられた

ものであり，「今後も修正を加え，改訂されていくことを前提としている」

と明記されている113とおり，断層モデルを用いた地震動評価について，未

だ標準的な方法論は確立していない。 

さらに，地震本部地震調査委員会は，２０１６年１２月９日付でレシピ

の「表現の誤り等を訂正」114し，その冒頭部分には以下の１段落が付け加わ

った。 

ここに示すのは，最新の知見に基づき最もあり得る地震と強震動を評価

するための方法論であるが，断層とそこで将来生じる地震およびそれによ

ってもたらされる強震動に関して得られた知見は未だ十分とは言えないこ

とから，特に現象のばらつきや不確定性の考慮が必要な場合には，その点に

十分留意して計算手法と計算結果を吟味・判断した上で震源断層を設定す

ることが望ましい。 

  ここで，レシピは「最新の知見」ではあるものの「最もあり得る地震と強震

動を評価するための方法論」に過ぎず，極めて稀ではあるが発生する可能性

がある地震や地震動を評価する方法論ではないことが改めて示された。「特に

現象のばらつきや不確定性の考慮が必要な場合」とは，高度の耐震安全性が

求められ不確かさの考慮等について規制基準で要求されている原発の基準地

震動を策定する場合を含むことは明らかである。レシピを用いて基準地震動

を策定する場合，現象のばらつきや不確定性に十分留意して計算手法と計算

結果を吟味・判断した上での震源断層を設定することが求められることは言

                         
112 ＳＳＧ－９の５．６，７．１（４）（５）を参照 
113 地震調査研究推進本部 地震調査委員会「震源断層を特定した地震の強震動予測手

法」（「レシピ」）2016.6（12 月修正版）１頁 

http://www.jishin.go.jp/main/chousa/16_yosokuchizu/recipe.pdf  
114 地震本部ホームページ 

http://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2016

/  

http://www.jishin.go.jp/main/chousa/16_yosokuchizu/recipe.pdf
http://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2016/
http://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2016/
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うまでもないが，このような記載を地震本部が敢えて「表現の誤り等を訂正」

する形で新たに盛り込んだことからは，原発の基準地震動策定において「レ

シピ」が適用される場面での計算手法や計算結果の吟味・判断が不十分であ

るというメッセージを発しようとする，地震本部の意図が汲み取れる。 

  この修正は，前回期日で島崎証人が証言しているとおり，基準地震動策定や

その審査が不合理であることを意識したものである。 

(2)手法の検証は未だ不十分 

  「考え方」では，２０００年鳥取県西部地震と２００５年福岡県西方沖地震

によりレシピの検証が済んだかのような書きぶりになっているが，これらの

検証では地震後にその地震の観測波形をもとに推定した情報をもとにその地

震の観測波形がある程度再現できる地震後に判明した情報を用いることによ

り観測波形をある程度再現できることが確認された115だけで，地震動予測手法

としての合理性の検証としては不十分である。当然のことながら，地震前に把

握できる情報は，地震後に把握できる情報に比べ，質・量ともに大幅に限られ

ている。地震動予測手法としての合理性を検証するためには，当該予測手法に

よって事前に予測された強震動と実際の観測記録とを比較するか，地震発生

前に把握できた情報のみを用いるべきであり，地震後に地震波形をもとに推

定した情報を用いるのは本来のやり方ではない。 

  特に本件原発については，島崎証人が供述した通り，「地震後の観測結果」

が得られているわけではない。 

  地震本部地震調査委員会が予めレシピを用いて強震動評価を行っていた震

                         
115 地震本部地震調査委員会が行った鳥取県西部地震の検証では，「巨視的震源特性（地震

モーメントは除く）および微視的震源特性のアスペリティのおおよその位置・数，破壊開

始点の位置については地震記録から推定された既存の研究を利用した」とされている。ケ

ース２では地震モーメントについても既存により鳥取県西部地震において推定されている

値が用いられている。 

しかし，「時刻歴波形については，ケース１ではいずれの地点も加速度波形，速度波形

ともに観測記録と整合していない。ケース２では加速度波形についてはあまり整合してい

ない」「最大加速度についてはケース１・２とも概ね倍半分の範囲に入っているが，計算

地点によっては約３倍，１／３になる場合もある」とされた。 

 福岡県西方沖地震の検証についても，震源断層の位置，長さ，幅，傾斜等の巨視的震源

特性やアスペリティ位置の設定には，地震発生後でなければ行えない波形インバージョン

（地震波観測記録による逆解析）で求められた震源モデル等が使われている。検証の結

果，「観測記録をある程度再現できることが確認された」が「福岡平野や筑紫平野などで

は周期１秒～２秒付近に見られる卓越周期の振動性状を十分に説明できていないことが課

題としてあげられた」。 

「鳥取県西部地震の観測記録を利用した強震動評価手法の検証について」 

http://www.jishin.go.jp/main/kyoshindo/pdf/20021031tottori.pdf 

「２００５年福岡県西方沖の地震の観測記録に基づく強震動評価手法の検証」 

http://www.jishin.go.jp/main/kyoshindo/07mar_fukuoka/honbun.pdf 

http://www.jishin.go.jp/main/kyoshindo/pdf/20021031tottori.pdf
http://www.jishin.go.jp/main/kyoshindo/07mar_fukuoka/honbun.pdf
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源（活断層）から実際に地震が発生したのは，２０１６年熊本地震が最初であ

り，未だ１例しかない（２０１７年５月現在）。熊本地震を踏まえた予測手法

としてのレシピの検証は未だ途上であるが，地震発生前に把握できた活断層

の情報を，多くの事業者が用いているレシピ１．１．１（ア）に当てはめて予

測すると，熊本地震を過小評価してしまうことは既に明らかである116。 

(3)ばらつき・不確かさの考慮の不十分さ 

  「断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価」では，震源断層の面積と地

震モーメントとの関係や，地震モーメントと短周期レベルとの関係など，主要

な部分に経験式が用いられており，それらの経験式は過去の観測データの回

帰により求められていることが多い。そのため，これによって設定される地震

動も平均的な値となり，その値に対するばらつきを有していることになる117。

破壊開始点等のパラメータを変動させることによって「不確かさの考慮」が行

われているが，これによって手法が有するばらつきを補えているという保証

はない。 

  前述の藤原広行氏が述べる通り，この点についての規制基準は明らかに不

十分である。 

特に問題なのがアスペリティ応力降下量である。「断層モデルを用いた手法

に基づく地震動評価」では，多数のパラメータが用いられるが，地震動評価結

果に与える影響としては，サイト近傍のアスペリティ応力降下量の寄与度が

非常に大きい118。この点，藤原広行氏からは，新潟県中越沖地震の際のアスペ

リティ応力降下量が２５MPa と解析されていることから，１．５倍または２５

MPa のいずれか大きい方とすべきとの提案がされている119が，この提案を規制

庁が検討したという事実もうかがわれない。 

また，原発敷地周辺の活断層から発生する地震動を想定する際は，アスペリ

                         
116 経済誌のインタビューで，纐纈一起・東京大学地震研究所教授は，「原発の耐震評価で

用いられている地震動の予測手法を熊本地震に適用すると，地震動は過小評価になること

が分かった」等と述べている（２０１６年８月１７日付け東洋経済「大飯原発『基準地震

動評価』が批判されるワケ 島崎氏の指摘を規制委は否定したが…」参照）。 

http://toyokeizai.net/articles/-/131955?page=2 
117 山田雅行・先名重樹・藤原広行「強震動予測レシピに基づく予測結果のバラツキ評価

の検討～逆断層と横ずれ断層の比較」（「土木学会地震工学論文集」２００７年８月号）１

０４頁 
118 「第２回 地震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）」議事録２４頁（藤原委員） 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shing

ikai/800/26/3_002/gijiroku02.pdf  
119「第４回 地震・津波に関する意見聴取会（地震動関係）」議事録７頁（藤原委員） 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shing

ikai/800/26/3_004/gijiroku04.pdf  

http://toyokeizai.net/articles/-/131955?page=2
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/26/3_002/gijiroku02.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/26/3_002/gijiroku02.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/26/3_004/gijiroku04.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/26/3_004/gijiroku04.pdf
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ティ応力降下量につき，Fujii and Matsu’ura(2000)等を根拠に１４．１MPa 程

度と設定している原子力事業者も見受けられる。だが，レシピに記載された

Fujii and Matsu’ura(2000)の応力降下量等に係る部分はあくまで暫定値であ

り，理論面でも，また観測記録との比較という点においても，今後の検証を必

要としている120。 

８ 震源を特定せず策定する地震動 

(1)未知の活断層とＣ級活断層問題 

  日本列島に分布する活断層は，その活動度により，Ａ・Ｂ・Ｃの３つのク

ラスに分けられる。１０００年当たりの平均変位速度をもとに，１ｍ以上

がＡ級活断層，０．１ｍ以上１ｍ未満がＢ級活断層，０．０１ｍ以上０．１

ｍ未満がＣ級活断層とされている。最近１００年ほどの活断層による地震

では，Ａ，Ｂ，Ｃいずれのクラスでも同数の地震が発生している。 

  活断層カタログとして使われている活断層研究会編「新編 日本の活断

層」（東京大学出版）には，Ａ級活断層は全体の４％，Ｂ級活断層は３９％，

Ｃ級活断層は２９％，活動度不明の活断層が２８％の割合で区分されてい

る。Ｂ級活断層はＡ級活断層の約１０倍見いだされており，本来はＣ級活

断層はＢ級活断層の１０倍見いだされなければならないはずが，Ｃ級活断

層はＢ級よりも少ない。このことから，未発見のＣ級活断層が日本の地下

に多数潜んでいると考えられている121。 

  また，いくら「詳細な調査」であっても，調査可能な範囲は地表付近に限

られ，地下の震源断層を直接確認することは現在の技術では不可能である。 

したがって，未発見のＣ級活断層が日本の各原子力発電所の直下や近傍

に潜んでいる可能性は十分にある。したがって，「震源を特定せず策定する

地震動」の想定に万全を期すことはきわめて重要である。 

だが，この点につき真摯に保守性を追求するならば，多くの原発で大幅

な基準地震動の引き上げを強いられることにもなりかねない。そのため，

事業者は，遅くとも耐震設計審査指針の改訂の頃より，これを低い水準に

押し止めることに精力を注いできており122，規制当局は事業者の実情を慮

                         
120 入倉孝次郎「強震動予測レシピ－大地震による強震動の予測手法」（「京都大学防災研

究所年報」第４７号Ａ） 

http://www.kojiro-irikura.jp/pdf/DPRIanual2004_irikura_rev23.pdf  

地震調査研究推進本部 地震調査委員会「震源断層を特定した地震の強震動予測手法」

（「レシピ」）１２頁 

 http://www.jishin.go.jp/main/chousa/17_yosokuchizu/recipe.pdf 
121 遠田晋次「活断層地震はどこまで予測できるか 日本列島で今起きていること」１４７

頁 講談社 ２０１６年 
122 耐震設計審査指針（新指針）への対応について，電事連資料には「『震源を特定せず策

http://www.kojiro-irikura.jp/pdf/DPRIanual2004_irikura_rev23.pdf
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/17_yosokuchizu/recipe.pdf
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って本来の規制を怠ってきた。その実情は今も大きく変わってはいない。 

(2)観測記録をほぼそのまま用いる手法は新規制基準の趣旨に反する 

  設置許可基準規則解釈別記２第３項柱書には，「『震源を特定せず策定す

る地震動』は，震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内

地震について得られた震源近傍における観測記録を収集し，これらを基に，

各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定

して策定すること」と規定されており，地震動ガイドにも同様の規定があ

る。 

  しかるに，原子力規制委員会は，「震源を特定せず策定する地震動」の策

定に当たっては，過去の地震動観測記録をほぼそのまま用いるものとし，

「各種不確かさの考慮」については，現状，はぎとり解析に係るものに限

定されている。しかしこのような解釈・運用は，新規制基準の趣旨に反す

る。 

「各種不確かさの考慮」が規定されたのは，地震・津波検討チームの第７回

会合において，藤原広行氏が，次のように発言したことによる123。 

「震源を特定せず策定する地震動」・・・のところに，「これらを基に」の

後に，「各種不確かさを考慮して」という言葉を追記していただいたほうが

いいんじゃないのかと思っています。ここの各種不確かさというのは，・・・

単なるモデルパラメータだけでなくて，これこそわからないところなの

で，わからなさかげんという認識論的なものとか，いろいろな不確かさを

考慮してということをぜひとも入れていただきたいと思います。 

この発言を受けて，「各種の不確かさ」という文言が加わることとなったの

である。「わからなさかげんという認識論的なもの」等モデルパラメータに止

まらない「いろいろな」ものが「各種不確かさ」に含まれるとすれば，これを

はぎとり解析に係るものに限局する解釈は不可能である。 

  過去の地震記録をほぼそのまま「震源を特定せず策定する地震動」と設

定するような現在の運用は，新規制基準の趣旨に反し，原発の安全性を確

保するものとは言えない 

                         
定する地震動』を４５０ガルで抑えたいが，もっと大きくすべきと主張する委員がいるこ

とに関して原子力で考慮している地震動が一般の設計や防災で考慮している地震動と比べ

同等以上であることを主要委員に説明していく」とある（「国会事故調報告書」（ＷＥＢ

版）５１０頁）。 

 なお，この「４５０ガル」は加藤ほか(2004)のスペクトルであるが，未だにこれをもっ

て設置変更許可を申請している事業者は少なくない。 
123 「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チー

ム」第 7回会合 議事録６６頁 

http://www.nsr.go.jp/data/000050769.pdf  

http://www.nsr.go.jp/data/000050769.pdf
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(3)ＨＫＤ０２０観測記録等が考慮される実情 

さらに，「震源を特定せず策定する地震動」においては，過去の地震記録

の中でも特に最大とは言えないものが採用されているのが実情である。 

地震動ガイドではＭｗ６．５未満の地震は全国共通に考慮すべき地震と

され，収集対象となる内陸地殻内の地震の例として１９９６年から２０１

３年までの１４の地震が例示されている（「考え方」２２８頁表１ Ｎｏ．

３～１６）。この１４の地震の中で原子力事業者が実際に観測記録として

用いているのは，事実上，２００４年北海道留萌支庁南部地震（Ｍｗ５．

７）のＨＫＤ０２０（港町）観測点における観測記録だけであり，これを解

放基盤波に解析した電力中央研究所の報告124を基に，ほとんどの原発で６

２０ガル（水平動）125という値が採用されている。 

だが，北海道留萌支庁南部地震の地震規模はＭｗ５．７に過ぎない上，こ

の地震の際にはＨＫＤ０２０観測点よりもさらに大きな揺れが発生した地

点があったことも解析によって明らかになっており126，ＨＫＤ０２０観測

点の記録は偶々収集できたものに過ぎない。地震動ガイドに例示された地

震でも，前記観測記録を上回る可能性がある地震動が観測されているが，

それらは採用されていない。 

他の地震でも，大きな地震動記録は排除されている。 

なぜ日本における僅か１６年程の観測期間で特に最大という訳でもない

北海道留萌支庁南部地震ＨＫＤ０２０観測記録等を用いれば「震源を特定

せず策定する地震動」として適切なのかという点について，各原子力事業

者は，他の観測記録につき信頼できる解放基盤波の評価が存在しないから

等と述べるだけで，安全性確保の上で留萌支庁南部地震ＨＫＤ０２０観測

記録を考慮すれば十分であるとの説明はない。 

これに関して纐纈一起東京大学地震研究所教授は，データを集めて地下構

造を調べれば計算は技術的には易しいとし，「こんな言い訳を許す審査はあり

得ない。『地盤を調べて計算しなさい』と規制委が指示すれば済む」と厳しく

批判している127。 

また，旧原子力安全基盤機構では，「震源を特定せず策定する地震動に係る

                         
124 佐藤浩章ほか「物理探査・室内試験に基づく２００４年留萌支庁南部の地震による K-

NET 港町観測点(HKD020)の基盤地震動とサイト特性評価」電力中央研究所報告 研究報

告：N13007 2013.12  
125 柏崎刈羽原発では敷地の地盤物性の影響を評価して６５０ガルとされている。 
126 財団法人地域地盤環境研究所「震源を特定せず策定する地震動 計算業務報告書」２

‐７図２．２‐４⑴ 2011.3 
127 前掲毎日新聞２０１６年６月２４日東京夕刊 
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評価手引き」において，はぎとり解析結果の精度が不確かな場合，断層モデル

を用いた手法により震源モデル及び地下構造モデルを設定することを規定し

ていた128。そうであるにもかかわらず，現状ではこのような評価も行われてい

ない。 

  原子力規制庁の広報室は，これに関する新聞社のインタビューで，「規制は

最低限。規制は確かなデータを根拠にするもので，それ以上の安全対策は電力

各社の自主努力。努力がないと本当の意味での安全は達成できない」「こんな

ギリギリでやっていると電力会社はリスクを抱えたまま。経営としても安全

への考え方としても間違っている」と述べている129が，原発の安全確保を原子

力事業者に委ねている原子力規制委員会の姿勢も根本的に誤っているという

べきである。 

９ 「安全余裕」について 

 新規制基準では，基準地震動による地震力等に対し，建物・構築物について「妥

当な安全余裕」を要求しているが，そのことにより，「基準地震動を超える地震

が発生しても，耐震重要施設の安全機能が喪失しないことがあり得る」とは言え

ても，「基準地震動を超える地震が発生しても，耐震重要施設の安全機能が喪失

することはない」とは到底言えない。 

 基準地震動相当の揺れが原発を襲った際に実際の終局耐力に収まるかどうか

には，様々な不確実な要因が影響する。 

「考え方」の要旨に挙げた前記①及び③については，材質や寸法のばらつき，

溶接や施工，保守管理の良否といった諸々の不確定要素を考慮して，やむを得ず

設けられる「安全代」である。逆に言うと，いかに品質管理を尽くしても，溶接

や施工，保守管理の不備等の不確定要素がこの「安全代」によってすべて補われ

るとは限らない。溶接や施工，保守管理の不備による種々の事故・事象は，日本

の原発でも頻繁に報告されている。 

例えば，１９９１年２月９日，関西電力美浜原発２号機で蒸気発生器細管がギ

ロチン破断するという炉心溶融に至りかねない危険な事故が起きている。この

原因は，腐食と疲労，金具がきちんと挿入されていなかったことが重なったもの

と判明している130。製造時の品質管理も，稼動以後の保守管理も，人間が行うも

のであるため完璧ではあり得ない。 

また，応答解析を行う際には建屋や地盤をある程度単純なモデルにする必要

があるが，モデル化に伴う誤差も避けられない。さらに，原子炉の運転に伴い，

                         
128 独立行政法人原子力安全基盤機構「震源を特定せず策定する地震動に係る評価手引

き」平成２６年２月 
129 前掲毎日新聞２０１６年６月２４日東京夕刊 
130 原発老朽化問題研究会・編「まるで原発などないかのように」７６頁 
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原子炉圧力容器，蒸気発生器，各種配管等には温度差による熱荷重が繰り返しか

かるが，これを解析するにも不確定性が伴う。前記②の余裕についても，こうい

った不確定要素によって食い潰されてしまうかもしれない。 

 現在適合性審査が行われている原発を含む日本の原発は，元々，現在の水準よ

りかなり低い設計基準地震動で設計されている。その後たびたび基準地震動を

超過する地震動が観測される等して，基準地震動は段階的に引き上げられ，それ

に伴い安全余裕は着実に削られてきた。初めに低い基準地震動で建設された原

発の耐震安全性を抜本的に見直すことは不可能である。着実に安全余裕が削ら

れている実態からすれば，次に基準地震動を超過すれば大事故につながるおそ

れがあると考えるべきである。 

こういった耐震設計の規制に関しては，ＪＥＡＧ４６０１（社団法人日本電気

協会「原子力発電所耐震設計技術指針」）に代表される学協会規格に拠るところ

が大きい131が，その策定は原子力事業者やその関係者が中心になって行っており，

策定プロセスの公正性，透明性が十分確保されているとは言い難い。発足当初の

原子力規制委員会においては，学協会規格の取り扱いを根本的に見直す方向で

の議論がなされていた132が，規制基準を実質的に被規制者が策定するという倒錯

した状況は現在も変わっていない。 

 

第９ 津波（甲 481 の 210‐219p） 

１ 津波対策に関する「考え方」の基本的な問題点 

（1）実用発電用原子炉に係る新規制基準及びその考え方は，２０１１年３月に

発生した東北地方太平洋沖地震及びそれに付随して発生した津波に関する検

証を通じて得られた教訓等を十分に踏まえておらず，原子炉の安全を確保す

べき規制基準として不十分なものである。 

（2）また，新規制基準は，基準自体として最低限確保されるべき水準が明確に

されておらず，規制基準として不適当，不合理である。例えば，「基準津波」

「重大事故等」「必要な機能が損なわれるおそれがない」といった文言の意味

が明確に定義されておらず，審査機関の裁量により，任意に基準を引き下げて

要件を充たすとの判断をすることが可能となっており，かかる基準は合理性

を欠く。 

（3）新規制基準によっても，複合的な罹災に対する備えが不十分である。「考え

方」に説明があるように，設計を超える事象（津波が防潮堤を越え敷地に流入

する事象等）に対しても一定の耐性を付与するよう求めているが（①外殻防御

                         
131 「耐震設計に係る工認審査ガイド」参照 
132 「平成２４年度原子力規制委員会 第１１回会議 会議録」１３～１５頁 
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１，②外殻防御２，③内郭防御），それらが現実的に機能することを前提にす

べきではない。 

例えば，防潮堤や取水・放水施設に大型航空機等が墜落した場合や沖合を航

行する大型船舶が衝突するなどしてその機能を損なった場合の想定が何らな

されていない。津波は数波に渡って到来することがある。ひとたび大型船舶が

防潮堤前面に衝突して防潮堤が破壊された後に次の津波が到来した場合，安

全性を確保することはできない。 

（4）また，防潮堤・防波堤が想定される津波に対し機能を保持できるかどうか

については，未だ十分な知見がない。東北地方太平洋沖地震において，１２０

０億円の巨費を投じ，最新技術にて２００９年３月に完成したばかりの釜石

港湾口防波堤は，津波により倒壊した。その原因としては，港外・港内の水位

差，越流によって防波堤背面側が静水圧より１０％程度小さくなったこと，目

地部や越流による洗掘により，下部が不安定 になったことなどが推測されて

いるが，確定的な結論が導き出されているわけではない。予想される入力津波

に対し，確実に耐えうる防潮堤・防波堤を設計・施工することは現在の技術水

準では不可能なのである。「考え方」のような自然をコントロールできるとい

う前提の発想が，そもそもの誤りである。 

現在の津波に対する防潮堤の耐力計算については、甲 481 の 213ｐに指摘さ

れているとおり，幾つもの問題点が挙げられるが，新規制基準は何らこれに応

えるものとはなっていない。 

（5）以上のとおり，現時点における防潮堤・防波堤等の構造物の耐力計算は，

実際の地震において発生し得る様々な事象を考慮したものではない。 

２ 基準津波の想定 

（1）「考え方」５‐３‐４では，新規制基準策定前後，すなわち福島第一原発事

故発生前後の「津波対策を講ずる基準となる津波の想定」について説明がある。

新規制基準策定以前においても，津波の想定は，設計基準対象施設の供用期間

中に「極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な

津波」を想定した上で，具体的な津波対策をすることとされていた。 

この想定津波の定義は，非常に大きな津波の想定を求めていることは明ら

かである。ではなぜ，それにもかかわらず，福島第一原発事故を防げなかった

のであろうか。その理由については複数の事故調査報告書でも詳細に検討さ

れているが，「考え方」を読むと，国会事故調等で指摘されている事故前の津

波想定の問題点の記述が一切ない。また，新規制基準における津波の想定につ

いても，国会事故調等の指摘する問題点の防止対策は何ら含まれていないと

いわざるを得ない。このような観点からも，新規制基準は不合理である。 

（2）上記「考え方」５‐３‐５については，まず，「基準津波を超えると，即座
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に安全機能は喪失」するか，という問題設定が不適切である。基準津波の定義

は，原子力施設から離れた沿岸部の一点における評価に過ぎない。敷地に直接

影響があるのは入力津波である。また，「即座に」という表現は，時間的な概

念が入るため，安全機能の喪失という問題を不明瞭にしてしまう。そうであれ

ば，問題設定としては，「入力津波を超えると，安全機能は喪失するか」とす

るのが妥当というべきである。 

（3）基準津波の策定方法も不合理である。「考え方」によれば，基準津波の策定

にあたっては，まず，津波の発生要因について検討がされる。その中でも地震

現象が大きな要因になるといえるが，地震については，東北地方太平洋沖地震

においてそもそも大地震の予測が現在の科学技術水準ではほとんどできない

ということが明らかとなったように，発生要因について適切に抽出すること

は極めて困難である。 

そして，「考え方」では，基準津波は，敷地前面海域の海底地形の特徴を踏

まえ，施設からの反射波の影響が微少となるよう，施設から離れた沿岸域で設

定され，時刻歴波形として示されたものであるとされる。 

しかし，敷地前面海域の海底地形については，正確な測量のされていないと

ころも多い。加えて，地震により，敷地前面海域の海底地形が隆起し，沈降す

るなどの変化を生じる可能性があることを看過している。 

また，施設からの反射波の影響が微少となるように設定することは，おそら

くはシミュレーション計算を実施する上での必要性からの設定と思われるが，

かかる限定を付することにより，施設近傍を波源とする津波が施設からの反

射波と相俟って施設に重大な影響を及ぼすおそれのある想定外の津波となる

可能性を排除するものであり，不合理である。 

（4）また，新規制基準では，考えられる様々な波源を基に津波対策上の十分な

裕度を含めるため，基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波源

特性の不確かさの要因（断層の位置，長さ，幅，走向，傾斜角，すべり量，す

べり角，すべり分布，破壊開始点及び破壊伝播速度等）及びその大きさの程度

及びそれらに係る考え方及び解釈の違いによる不確かさを十分に踏まえた上

で，適切な手法を用いて基準津波を策定するとしている。 

しかし，断層と将来そこで発生する地震及び津波に関して得られた知見は

未だ不十分である133。何をもって「不確かさを十分踏まえた適切な手法」と言

えるのか，基準とすべきものがほとんどない中で，かように曖昧な規制基準で

は厳しい審査が行われるとは到底期待できない。 

東北地方太平洋沖地震において明らかとなったことは，現在の科学技術で

                         
133 地震調査研究推進本部 地震調査委員会「波源断層を特性化した津波の予測手法（津

波レシピ）」３頁 
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は，世界一地震調査が進んでいたはずの東北地方太平洋沖の日本海溝沿いの

領域で，マグニチュード９の地震が発生し得ることも，最大すべり量が５０ｍ

を越えるような領域が発生し得ることも，ほとんど予測できなかったという

ことである。しかも，東北地方太平洋沖地震はわずかに６００年に１回程度の

地震であり，原子力の世界で考えなければならない１万年から１０００万年

に１回というスケールから見れば，ごくごく当たり前に想定できなければな

らないものである。新規制基準はこのような厳然たる事実を踏まえていない。 

（5）さらに，入力津波の数値計算は，現在の技術水準では，未だその正確性は

不十分であり，妥当性を確認する方法はない。すなわち，妥当性を確認した数

値計算を用いて適切に評価することは不可能である。 

（6）新規制基準では，実際に原子力施設に襲来する可能性のある津波について，

まず，沿岸部のある地点の基準津波を求め，そこから各施設に対する入力津波

を求めるという方法をとっている。しかし，そもそも，地震のような津波発生

要因については，抽出がほぼ不可能，あるいは極めて困難であるといわざるを

得ない。また，波源特性の不確かさの要因として挙げる各要因（断層の位置，

長さ，幅，走向，傾斜角，すべり量，すべり角，すべり分布，破壊開始点及び

破壊伝播速度等）等については，定量的な把握が極めて困難であることから恣

意的な設定がされる可能性は排除することができず，どれだけ新規制基準に

おいて「不確かさを踏まえた上で」としたところで不確かさの上に不確かさを

重ねて考慮することは，およそ妥当性のある津波対策をすることは困難であ

る。そして，基準津波は，沿岸部でのある地点でのものに過ぎず，かつ，入力

津波の算出では，基準津波をもとに，さらに不確実な要素を含む計算を加えて

算出されるのであるから，より一層不確実性が増加するといわざるを得ない。 

３ 東京大学地震研究所教授の纐纈一起氏の「原発のように重要なものは世界

中の既往最大の地震や津波に備えるしかない」という見解を，結局規制委員会

も否定できていないこと134。 

  「考え方」５－３－６（甲 481 の 220p 参照）の記載は纐纈教授の上記見解

を受けてのものと思われるが、「考え方」は設問もその回答もこの纐纈教授の

真意をまったく理解していないか，あるいは意図的に問題をすりかえるもの

である。このような思考様式の者が日本の規制機関を担っていることには著

しい不安を覚える。 

                         
134 大木聖子，纐纈一起『超巨大地震に迫る 日本列島で何が起きているのか』ＮＨＫ出

版 ２０１１年 １３５頁 

  <ＫＥＹ ＰＥＲＳＯＮ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ>震災で科学の限界痛感――東京大学地

震研究所教授・纐纈一起さん（５５）毎日新聞 ２０１１.８.１３ 

 岡田義光・纐纈一起・島崎邦彦「〔座談会〕地震の予測と対策：「想定」をどのように活

かすのか」（「科学」２０１２年６月号） 
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まず，世界最大の既往津波といっても，纐纈教授が挙げるのは２００４年ス

マトラ島沖地震の津波であり，わずか１０数年前の出来事に過ぎない。原子力

の世界で想定しなければならない自然現象は，１万年に１回から１０００万

年に１回という極めて低頻度の巨大事象であるが，そのようなタイムスケー

ルでの津波のデータは存在しないのであるから，世界の巨大事象を参考に対

策するというのは，きわめて理に適った方法である。 

  スマトラ島沖地震の際には１０ｍに達する津波が数回にわたり押し寄せ，

最大波高は３０ｍを超えている。そのような大津波に対して防潮堤で備える

ということが果たして適切かどうかは分からないが，日本はプレート境界に

極めて近い位置に位置し，地震発生確率が大きいことを踏まえるならば，全国

どの原発においても，少なくともスマトラ島沖地震の津波くらいには何らか

の方法で備えておくべきである。 

 

第 10 火山（甲 481 の 221-258p） 

１ 立地審査指針の基本的不合理性 

（1）火山国・日本 

  世界には約１５００の活火山があるといわれており，そのほとんどが環太

平洋帯に分布している。北米プレート，ユーラシアプレート，フィリピン海プ

レート及び太平洋プレートの境界に位置する日本には，世界の活火山の約１

割があり，日本は世界有数の地震国であるだけでなく，世界有数の火山国でも

ある。 



65 

【内閣府 防災情報のページ】135 

  近年の日本ではなぜか火山活動が低調であるが，噴火の間隔が長いため，た

またま起こらない時期に当たっているだけだと考えられる。近い将来におい

て，ＶＥＩ４や５級の噴火が続けて起こっても何ら不思議ではない136。 

  この火山活動がたまたま静穏だった間に，日本列島には５０基を超える原

発が次々と建設されてきたが，それらの原発において火山活動に対する安全

性は，まったくと言っていい程考えられてこなかった。すなわち，従前の規制

当局は，火山活動を考慮した安全対策を事業者に対してほとんど求めて来な

かったということである。日本は津波大国であり，原発は津波に対して脆弱で

あることを認識しながら，津波対策をほとんど求めてこなかった，福島原発事

故前の状況と類似している。 

  政府事故調により日本では火山が「重要なリスク要因」であることを指摘さ

                         
135 http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku/k101.htm  
136 中田節也「大噴火の溶岩流・火砕流はどれほど広がるか」（「科学」２０１４年１月

号）４８頁 

http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku/k101.htm
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れた137こともあり，原子力規制委員会は，日本の原子力規制機関として初めて

火山についての具体的審査基準（「火山影響評価ガイド」）を作成するに至った。

しかし，審査基準についても，適合性審査についても，火山学・火山防災上の

数多くの欠陥や疑問点がある上，火山専門家がほとんど不在の場で議論が進

められ，危うい結論が出され始めている138。この状況が放置されれば，日本に

おける次の原子炉事故は，火山活動に起因するものとなる可能性が否定でき

ないが，原子力規制委員会にはその危機感がまったく足りていない。 

(2)考慮すべき事象を考慮しないことは法の委任に反すること 

  「考え方の要旨」１(甲 481 の 222p)にもあるように，設置許可基準規則６

条１項は，「想定される自然現象」について，「地震及び津波を除く」としてい

るため，例えば，降下火砕物と地震荷重との組み合わせによる安全施設や安全

上重要な施設への影響が適合性審査の対象とならない仕組みになっている。 

  したがって，設置許可基準規則は，火山と地震，あるいは火山と津波の重畳

的な組み合わせによる安全施設や安全上重要な施設への影響を審査の対象と

しておらず，「災害の防止上支障がないものとして」定めなければならないと

されている原子力規制委員会規則として不十分であり，法による委任の趣旨

を逸脱するといわざるを得ない。 

（3）不合理にも，火山影響評価ガイドに専門家の知見が反映されていないこと 

  火山影響評価ガイドは，科学的，専門的知見を集約して策定されたものでは

ない。原子力規制委員会の「発電用軽水型原子炉の新規制基準に関する検討チ

ーム」に参加した火山の専門家は，東京大学地震研究所教授の中田節也氏（気

象庁火山噴火予知連絡会副会長139）だけであり，しかも中田氏は第２０回会合

の冒頭に講演をしそれに続く質問に答えただけである。現に科学雑誌のイン

タビュー140で，中田氏は，「ガイドは先生のアドバイスによってつくられたん

ですか？」という問いかけに対し，「ちがいます。」と明確に否定し，さらに，

「立地評価のところであいまいにしたのが，いちばん痛恨のところです。そこ

のところを決める際に専門家は誰も関わっていません。」と述べている。 

  火山影響評価ガイドには火山の科学的，専門的知見の反映が明らかに不十

分であって，不合理というほかないものである。 

                         
137 「政府事故調最終報告書」４１２，４３５頁 
138 小山真人「原子力発電所の「新規制基準」とその適当性審査における火山影響評価の

問題点」（「科学」２０１５年２月号）１８２頁 
139 火山噴火予知連絡会に係る肩書きは平成２８年４月１日付けの名簿による。 

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/meibo_2016040

1.pdf  
140 「中田節也氏に聞く：川内原発差止仮処分決定をめぐって」（「科学」２０１５年６月

号）５６８頁 

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/meibo_20160401.pdf
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/CCPVE/meibo_20160401.pdf


67 

（4）火山専門家による批判 

   火山影響評価ガイドについては，以下のとおり中田節也氏のほかにも，火山

噴火予測や防災に関わる代表的な専門家の多くが，厳しく批判している（詳細

は甲 481 の 226p 以下）。 

（5）日本火山学会の提言に対する規制委員会の無視と曲解 

火山影響評価ガイドの内容に多くの火山の専門家は問題意識を持ち，日本

火山学会は，２０１３年９月に臨時に原子力問題対応委員会（石原和弘委員長）

を立ち上げた。同委員会は，２０１４年１１月３日の日本火山学会総会でその

検討結果を「巨大噴火の予測と監視に関する提言」として報告し，公表した。 

ここでは，「噴火警報を有効に機能させるためには，噴火予測の可能性，限

界，曖昧さの理解が不可欠である。火山影響評価ガイド等の規格・基準類にお

いては，このような噴火予測の特性を十分に考慮し，慎重に検討すべきである」

と記されている。石原和弘委員長は，記者会見において，これは火山影響評価

ガイドの見直しを要請するものであると説明している。 

しかし，原子力規制委員会は，これを石原氏個人の見解と曲解し，未だに火

山影響評価ガイドの見直しに着手していない。 

２ 火山影響評価ガイドにおける評価方法 

  随所で述べてきたように，原規委設置法は，「確立された国際的な基準を踏

まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定」するこ

とを定めており（同法１条），火山に関する規則及びガイド類は，「確立された

国際的な基準」というべきＩＡＥＡの火山ハザードに対する安全ガイドであ

るＳＳＧ‐２１を踏まえたものとなっていなければならない。 

  ＳＳＧ‐２１は，図表１のとおり火山ハザードについて，４つのステージに

分けて評価を行うこととしている。 
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図表１ ＳＳＧ‐２１ １６頁図１ 火山ハザード評価への方法論的アプローチ 

 

  このうち，「考え方」が「整合している」とするのは，まず，第２ステージ

の上から２つ目の黄色い四角，「完新世において火山活動があるか」（Is there 

Holocene volcanic activity?）という点である。しかし，将来の活動可能性

評価において重要なのは，むしろ第２ステージの上から３つ目の黄色い四角，

完新世に活動していない火山について，将来の活動可能性が否定できるか否

か，という点であり，これについては，後述するように，火山影響評価ガイド

はＳＳＧ‐２１と整合していない。 

  また，重要な点として，どのような基準で立地評価や影響評価を行うか，選

定された火山事象について，どのようにその影響を評価するかという点があ

るが，これらの点についても，火山影響評価ガイドはＳＳＧ‐２１に整合して

いない。以下，具体的に述べる。 

３ 立地評価の方法 

(1)個々の火山に限定するのは狭すぎること 

  「考え方の要旨」１（甲 481 の 233p）によれば，立地評価における火山の
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抽出は，個々の火山であって，火山弧の抽出ではないとされるが，個々の火山

だけに評価方法を限定してしまうのは狭きに失する。 

  「考え方」が述べるとおり同一のマグマ供給系の火山活動期間は，数十万年

から１００万年程度である。これは，ＳＳＧ‐２１で考慮されている１０００

万年という期間からすれば１０分の１以下の短さである。すなわち，１０００

万年に１回以下という低頻度の火山事象まで考慮するならば，単にこれまで

活動したことのある火山が繰り返し活動することを考えるだけでは足りず，

少なくとも同一の火山弧内の火山フロント141より大陸側で，より敷地に近い位

置に新しい火山が誕生し活動することまで考慮する必要がある。 

  また，火山には単成火山と複成火山という分類がある。複成火山が同じ火口

から何度も噴火を繰り返して，大きな火山体を成長させるタイプの火山であ

るのに対し，単成火山は，いったん噴火して火山を生じた後，二度と同じ火口

から噴火しないという性質を持つタイプの火山をいう。しかし，単成火山は，

例えば東伊豆単成火山群でみられるように，ある狭い地域に群れをなして存

在することが多く，単成火山群に属するひとつひとつの火山は１度噴火した

後に活動しなくなるが，単成火山群全体として見た場合には，次々と別の場所

で噴火をおこし，新しい単成火山をつくることを繰り返す。 

 

                         
141 火山は海溝にほぼ平行に分布することとなるが，この火山分布の海溝側の境界を画す

る線を火山フロントという。気象庁ホームページ参照。 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/2-4.html 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/2-4.html
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【伊豆半島ジオパークホームページ ４．生きている伊豆の大地142】 

このような場合には，単成火山一つだけを取り上げて，将来の活動可能性

がないといえるかどうかを評価しても意味がなく，単成火山群全体として将

来の活動可能性を評価しなければ，「災害の防止上支障がない」という法の

委任の趣旨に反することとなる。 

  また，ＳＳＧ‐２１も，２．７において，「地理的領域内における火山活動

は，個々の火山に関連する活動よりも長い時間スケールで持続しうる。多くの

火山弧が１０Ｍａ以上にわたる火山活動を繰り返しているが，火山弧内の

個々の火山自体は１Ｍａ程度しか活動を維持できない」として，火山弧も影響

評価に含めることを当然の前提としている。 

(2)確立した国際基準に「明確な理由を示していない」と虚偽の論難 

  同「考え方の要旨」２によれば，ＳＳＧ‐２１が１０００万年前から現在ま

でに活動があった火山を抽出するとしているところ，その明確な理由を示し

ていない，とされている。 

しかしながら，これは明白な誤りである。ＳＳＧ‐２１は，２．７において，

「多くの火山弧が１０Ｍａ以上にわたる火山活動を繰り返しているが，火山

弧内の個々の火山自体は１Ｍａ程度しか活動を維持できない。このように分

散した活動は，数百万年間も継続する可能性があるため，過去１０Ｍａの間に

火山活動があった地域は，将来の活動可能性を考慮すべきである」として，１

０００万年前を基準とする根拠を述べている。 

  一方，「考え方」は，ＳＳＧ‐２１と同様の１０００万年という基準を採用

しない根拠として，個々の火山の活動において，同一のマグマ供給系の火山活

動期間は，数十万年から１００万年程度と考えられていることを挙げ，それが

あたかも日本の地域的特性であるかのように述べるが，ＳＳＧ‐２１も，個々

の火山自体は１００万年程度しか活動しないことを述べている。結局，「考え

方」が１０００万年という基準を採用しないのは，確立した国際基準に不合理

に反しているものである。 

４ 将来の活動可能性評価に関する国際基準違反 

(1)確率論的評価手法を採用していない点で不整合であること 

  「考え方の要旨」２及び３の部分(甲 481 の 249p)，すなわち，完新世に活

動していない火山の将来の活動可能性をどのような手法で評価するかという

部分はＳＳＧ‐２１とは全く整合していない。上記「考え方の要旨」２及び３

は，階段ダイヤグラム等を用いて「火山活動が終息する傾向が顕著」であり，

かつ，「最後の活動終了から現在までの期間が，過去の最大休止期間より長い

                         
142 http://izugeopark.org/theme/subtheme4/ 
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等」といった事情を「総合的に考慮」する，というものであるが，要するに，

決定論的に将来の活動可能性を評価するという手法である。 

  これに対し，ＳＳＧ‐２１は，５．１１において，「このステップでは，将

来の火山事象の可能性に対する確率論的評価が用いられる」と述べており，決

定論的手法については，あくまでも確率論的評価を基礎として，場合によって

決定論的手法が使用できる場合があり得ると述べているのである。「考え方」

はＳＳＧ‐２１と比較してあまりにも安全を軽視しているというほかない。 

(2)十分な証拠がない限り将来の活動可能性を否定してはならないという原則 

  また，ＳＳＧ‐２１において，決定論的手法は，５．１５にあるように，「（将

来の活動可能性を否定できるという）結論を担保する十分な証拠がある場合

には，それ以上の検討は不要」であるが，逆に，「十分な証拠がない」場合に

は，将来の活動可能性を否定できないとしてステージ３へ進む，とされている。

これに対し，「考え方」は，「総合的に考慮する」とするのみで，ＳＳＧ‐２１

が採用する「十分な証拠がない限り，決定論的手法で将来の活動可能性を否定

してはならない」という原則を採用していない。この点でも，明らかに「考え

方」はＳＳＧ‐２１と整合していない。 

(3)疑わしきは安全のために 

  ＳＳＧ‐２１は，５．９において，完新世に活動があったかどうかの判断に

関して，専門家の意見が異なったり，顕著な不確実性が見受けられる場合につ

いて，「安全性の観点」から，完新世に活動があったものとすべきとしている。

これは「疑わしきは安全のために」という基本理念を明示したものといえるが，

「考え方」にはそのような記載はない。「考え方」の最も根本的な問題点は，

このような基本理念を採用していない点であり，基本理念を採用していない

以上，「整合する」などと評価できるはずがない。 

(4)最大休止期間によって安易に将来の活動可能性を否定してはならないこと 

  上記「考え方の要旨」２記載のとおり原子力規制委員会は，特定の火山につ

いて，「火山活動が終息する傾向が顕著で，最後の活動終了から現在までの期

間が，過去の最大休止期間より長い等過去の火山活動の調査結果を総合的に

考慮し」て将来の活動可能性を判断するとしている。 

  しかし，この評価方法は，ＳＳＧ‐２１と比較してあまりにも非保守的なも

のというほかない。ＳＳＧ‐２１は，５．１０において，過去２００万年の間

に噴火記録が残っていれば，原則として将来の活動可能性があると考えるべ

きことを指摘している。分散した火山域や，活動的でないカルデラの場合には，

さらに古く，５００万年の間に活動していれば，将来の活動可能性が残ってい

るとする。もう一つ，５．１４において重要なのは，前期更新世よりも古い時
、、、、、、、、、、、

期
、
の時間と量の関係から，明らかな減衰傾向と明白な休止が明らかになる場
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合があるとしている点である。ここでいう，前期更新世とは，一般に，約２５

８万年前から約７８万年前の時期をいうが，ＳＳＧ‐２１は，あくまでもそれ

くらいのスケールで減衰傾向や休止が認められない限り，活動可能性を否定

してはならないと述べているのである。 

  一方，火山影響評価ガイドには何一つそのような限定はなく，例えば，１３

万年前と８万年前に活動した火山であれば，最後の活動終了から現在までの

期間である８万年が，最大活動休止期間である５万年よりも長いことから，将

来の活動可能性が否定されるという運用が現にされている。そればかりか，１

度の活動しか確認されていない火山について，安易に将来の活動可能性を否

定するような運用がされている。このような審査のあり方は，確立された国際

基準であるＳＳＧ‐２１に反する。 

５ 川内即時抗告審決定によっても立地評価に係るガイドの合理性は否定され

ていること 

⑴ 火山影響評価ガイド及び「考え方」における立地評価，とりわけ個別評価

と事後的な監視に関する部分は，個々の火山について，将来の活動可能性が

十分に小さいといえるかどうかを的確に予測できることを前提としている。

しかし，現在の火山学の水準では，原発の運用期間中に検討対象火山が噴火

する可能性やその時期・規模を的確に予測することは困難であり，火山影響

評価ガイド及び「考え方」は不合理である。 

⑵ この点に関して，川内原発仮処分申立却下決定に対する即時抗告事件に

おいて，福岡高裁宮崎支部２０１６年４月６日決定（以下「川内即時抗告審

決定」という。）は以下のように判示している143。 

  「立地評価に関する火山影響評価ガイドの定めは，原子力発電所にとって

設計対応不可能な火山事象が当該原子力発電所の運用期間中に到達する可

能性の大小をもって立地の適不適の判断基準とするものであり，しかも，上

記の可能性が十分小さいとして立地不適とされない場合であっても，噴火

可能性につながるモニタリング結果が観測された（火山活動の兆候を把握

した）ときには，原子炉の停止，適切な核燃料の搬出等の実施を含む対処を

行うものとしていることからすると，地球物理学的及び地球化学的調査等

によって検討対象火山の噴火時期及び規模が相当前の時点で的確に予測で

きることを前提とするものであるということができる」 

  「最新の知見によっても噴火の時期及び規模についての的確な予測は困

難な状況にあり，ＶＥＩ６以上の巨大噴火についてみても，中・長期的な噴

火予測の手法は確立しておらず，何らかの前駆現象が発生する可能性が高

                         
143 伊方原発３号機に係る２０１７年３月３０日広島地裁決定も同旨 
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いことまでは承認されているものの，どのような前駆現象がどのくらい前

に発生するのかについては明らかではなく，何らかの異常現象が検知され

たとしても，それがいつ，どの程度の規模の噴火に至るのか，それとも定常

状態からのゆらぎに過ぎないのかを的確に判断するに足りる理論や技術的

手法を持ち合わせていないというのが，火山学に関する少なくとも現時点

における科学技術水準であると認められる」 

  「そうであるとすれば，現在の科学技術的知見をもってしても，原子力発

電所の運用期間中に検討対象火山が噴火する可能性やその時期及び規模を

的確に予測することは困難であるといわざるを得ないから，立地評価に関

する火山影響評価ガイドの定めは，少なくとも地球物理学的及び地球化学

的調査等によって検討対象火山の噴火の時期及び規模が相当前の時点で的

確に予測できることを前提としている点において，その内容が不合理であ

るといわざるを得ない」（同決定２１７～２１８頁） 

⑶ このように，火山影響評価ガイドにおける立地評価，とりわけ対象検討火

山の個別評価と事後的な監視に関する部分は，裁判所によって明確に不合

理であるとされている点であり，「考え方」もまた不合理なものというほか

ない。 

⑷ なお，この点についての田中委員長の発言も，迷走しているというほかな

い。田中委員長は，２０１４年１１月５日の定例記者会見において，巨大噴

火については予測ができないという前提で火山影響評価ガイドを見直すべ

き旨の前記火山学会の提言につき，「石原さんが勝手に言っただけでしょう」

と述べ，姶良カルデラからの火山灰層厚の過小評価を記者から指摘される

と，「とんでもないことが起こるかも知れないということを平気で言わない

で，それこそ火山学会を挙げて必死になって夜も寝ないで観測をして，我が

国のための国民のために頑張ってもらわないと困るんだよ」と予測が困難

であることを認め，また，予測ができない現状にあるのは火山学者の怠慢で

あるかのような発言をしている。さらに，記者からの「３ヶ月前では原子炉

はどうしようもならないでしょう。使用済み核燃料が」という追及に対し，

「３ヶ月前ということが分かれば，３ヶ月前にすぐ止めて，その準備をして，

容器に少しずつ入れて遠くに運べばできますよ，それは」「（３ヶ月で全部）

できると思いますよ」と明らかに誤った回答をしている144。 

                         
144 2014 年 11 月 5 日原子力規制委員会記者会見録 2～4 頁。

http://www.nsr.go.jp/data/000068842.pdf  

 なお，3 か月で核燃料をすべて搬出できるという発言については，即日撤回されてい

る。https://www.nsr.go.jp/data/000068841.pdf 

http://www.nsr.go.jp/data/000068842.pdf
https://www.nsr.go.jp/data/000068841.pdf
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(5)過去に設計対応不可能な火山事象が到達している場合について 

  川内即時抗告審決定は，前記１に続けて，過去に設計対応不可能な火山事象

が到達している場合の立地評価の考え方について，次のように判示している。 

  「立地評価は，そもそも設計対応不可能な事象の到達，すなわち，いかなる

設計対応によっても発電用原子炉施設の安全性を確保することが不可能な事

態の発生を基準とするものであって，その評価を誤った場合には，いかに多重

防護の観点からの重大事故等対策を尽くしたとしても，その危険が現実化し

た場合に重大事故等を避けることはできず，しかも，火山事象の場合，その規

模及び態様等からして，これによってもたらされる重大事故等の規模及びこ

れによる被害の大きさは著しく重大かつ深刻なものとなることが容易に推認

される。このような観点からしても，立地評価に関する火山影響評価ガイドの

定めは，発電用原子炉施設の安全性を確保するための基準として，その内容が

不合理であるというべきである。そして，発電用原子炉施設の安全性確保のた

めに立地評価を行う趣旨からすれば，火山噴火の時期及び規模を的確に予測

することが困難であるという現在の科学技術水準の下においては，少なくと

も過去の最大規模の噴火により設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に

到達したと考えられる火山が当該発電用原子炉施設の地理的領域に存在する

場合には，原則として立地不適とすべきであると考えられる」（同決定２１８

～２１９頁） 

  万が一にも設計対応不可能な火山事象が原発施設に到達した場合の被害の

深刻さを前提として，最新の火山学によってもそのような規模の噴火を的確

に予測することが困難であることからすれば，立地評価としては，この決定が

いうように，過去に設計対応不可能な火山事象が到達していれば，立地不適と

解するべきであり，そのように解さない「考え方」は不合理である。 

６ 大規模噴火の予測に関する火山学者の発言等 

  これまでも度々触れてきたとおり特に，大規模噴火の予測に係る火山影響

評価ガイドの規定や適合性審査の在り方については，多くの火山学者からの

批判がなされている。甲 481 の 247ｐ以下で挙げたのは，そのうち代表的なも

のである。 

７ 降下火砕物による影響 

⑴ 降下火砕物の影響評価を考える前提として，まず，降下火砕物により，一

般的にどのような影響が生じるかを確認しておく。 

  道路への影響に関しては，甲 481 の 265p 図表１のとおり，降雨時にはわ

ずか５ｍｍの降灰で，降雨時ではなくても５ｃｍの降灰で道路は通行不能
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となると想定されている145。 

  また，わずか６ｍｍの降灰によって自動車のエンジンが故障した例も報

告されており，１５ｃｍもの降灰があれば，可搬型の発電機等をはじめ，吸

気系設備をもった機関は軒並み機能喪失する可能性が高く，道路も通行不

能となる。 

  歩行については，例えば１９２９年の阿蘇の噴火について「人畜の歩行困

難を極め山麓の色見村の如きは全然歩行も外出もできず」，１９９１年の雲

仙の噴火について「南千本木，本光寺町などでは，大量の降灰があり，一時

は１ｍ先も見えないほどだった」，１９７８年の有珠の噴火について「水を

含んだ灰はヘドロのように重みを増して思うように流れず，こびりついて

しまうため，時にはスコップで削り取らなければならないほど」等の報告も

あり146，降灰時に十分な作業が行えるかどうか，安全側に立った保守的な判

断がなされなければならない。 

⑵ 次に，電力への影響に関しては，同 266p 図表２のとおり，降雨時に１ｃ

ｍ以上の降灰がある範囲では停電が起こり，その被害率は１８％とされて

いる。また，湿った火山灰が柱状トランスなどに付着すると地絡147を生じる

のであり（１ｍｍの降灰の場合），このような現象が複数の箇所で同時多発

的に起こることにより，容易に外部電源の喪失に至り得る。 

(3) 決定論的手法におけるパラメータの不確実性について 

  「考え方の要旨」１（甲 481 の 264p）によれば，地理的領域外の火山に由

来する降下火砕物の堆積量の設定は，原発又はその周辺で確認された降下火

砕物の最大堆積量を基に評価するとされている。 

  しかしながら，これはＳＳＧ‐２１の基準に反するというほかない。「考え

方」も認めるとおり，降下火砕物は最も広範囲に影響の及ぶ火山事象であり，

前記のとおり，ごくわずかな堆積でも，原発の通常運転を妨げる可能性がある。

だからこそ，降下火砕物については地理的領域外の火山も評価の対象に含め

ているのであり，地理的領域外の火山と地理的領域内の火山とで，評価方法を

別異に扱う合理性はない。ＳＳＧ‐２１も，地理的領域内と地理的領域外の火

山による影響評価について書き分けていない。 

                         
145 気象庁『降灰の影響及び対策』

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kouhai/kentokai/1st/sankou2.

pdf  
146 須藤茂『降下火山灰災害‐新聞報道資料から得られる情報』地質ニュース 604 号

（2004 年 12 月）44～45 頁。 
147 一般には，電気を大地に逃がすためにつなぐアースのことをいい，火山灰が高圧電線に

設置されている絶縁体に付着することにより，電気が流れて大地に逃げてしまい，送電が

行えなくなる現象を指す。 

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kouhai/kentokai/1st/sankou2.pdf
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kouhai/kentokai/1st/sankou2.pdf
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/50/m0u/
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  また，ＳＳＧ‐２１は，降下火砕物の影響評価についても，決定論的手法の

ほか，確率論的手法を用いることを求めている（ＳＳＧ‐２１・６．３）。こ

のようにＳＳＧ‐２１は，決定論的手法においても，個々のパラメータの不確

実性を考慮することを求めており，確率論的手法も求めている。にもかかわら

ず，「考え方」は，原発又はその周辺で確認された降下火砕物の最大堆積量だ

けを考慮すれば足りるかのような基準となっており，確立された国際的な基

準を踏まえたとは到底言えない未熟なものになっている。 

８ 非常用ディーゼル発電機への影響 

⑴ 降下火砕物の影響評価において極めて重要な問題の一つに，火山影響評

価ガイド６．１⑶(a)③換気空調系統のフィルタの目詰まり及び非常用ディ

ーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能を喪失しないこと，並びに，

中央制御室における居住環境を維持すること，という問題がある。特に，非

常用ディーゼル発電機は，火山現象によって外部電源が失われた際に，原子

炉を冷やすための命綱であって，これが機能喪失した場合には，全電源を喪

失して炉心溶融に至る可能性も生じ得る。 

⑵ 従来，多くの原発においては，非常用ディーゼル発電機等の吸気フィルタ

が目詰まりを起こすか否かを確認するために想定する大気中火山灰濃度に

ついて，アイスランド共和国で２０１０年に発生したエイヤフィヤトラ・ヨ

ークトル氷河の噴火の際のデータである３，２４１μｇ／㎥（約３ｍｇ／㎥）

が用いられてきた。しかし，３，２４１μｇ／㎥という値は，最初の大規模

噴火があった４月１４日から２か月以上，最後の噴火からも３週間以上経

過した，７月２日に観測された再飛散値であったことが分かっている148。さ

らに，これはＰＭ１０（粒径が１０μｍ以下の浮遊粒子）を測定するための

機械で測定されたものであることも文献から明らかになっており，火山灰

全体の濃度を把握したものでは全くない。 

   結局，原子力規制委員会は，２０１６年１０月２６日の発表で，この数値

が過小評価であったことを認めている。このように原規委の火山について

の適合性審査が，全く安全を確保できる内容になっていないことが明らか

になっている。 

 

第 11 立地審査指針（甲 481 の 271p～最後） 

１ 立地審査指針の構成 

立地審査指針は，「基本的考え方」，「立地審査の指針」，「適用範囲」を示す

                         
148 Iceland Status Reports 2 July 2010, Eyjafjallajökull volcanic 

eruption 
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「原子炉立地審査指針」及び「原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定

的判断のめやす」（以下「判断のめやす」という。）で構成される149。 

「基本的考え方」は，「原則的立地条件①，②，③」と「基本的目標ａ，ｂ，

c」で構成される（詳細は甲 481 の 260ｐ以下）。 

そして，立地条件の適否を判断する際には，公衆に放射線障害を与えないな

どの上記「基本的目標」を達成するため，少なくとも三条件が満たされている

ことを確認しなければならないとして，「立地審査の指針」が定められ，これ

に関し，原子炉から一定距離は非居住区域とすること等を内容とする「判断の

めやす」が示されている（詳細は甲 481 の 261p 以下）。 

２ 福島第一原発事故を経験した今日における立地審査指針の重要性 

立地審査指針は，原則的立地条件②において，原子炉施設の安全防護上の問

題を立地の問題としてもとらえ，原子炉と公衆の離隔要件を検討すべきとし

ている。また，原則的立地条件③において，原子力防災対策等について適切な

措置を講ずることができないような敷地はそもそも立地不適であるとして，

原子力防災の問題も立地における隔離要件の中で検討すべきとしている。 

  このような立地審査指針の基本的考え方は，福島第一原発事故を経験した

今日においてもなお原子力発電を実施しようとするのであれば，原子炉の安

全性を確保する上でいっそう重要な観点である。 

福島第一原発事故の結果，ヨウ素換算でチェルノブイリ原発事故の約６分

の１に相当するおよそ９００ＰＢｑの放射性物質が放出され，これにより，福

島県内の１８００ｋ㎡もの広大な土地が，年間５ｍＳｖ以上の空間線量を発

する可能性のある地域になった150。このように原発事故が原子炉施設の敷地範

囲を超えて周辺住民に放射線障害を与え得るものであることが明らかとなっ

た。 

また，福島第一原発事故による避難区域指定は，福島県内の１２市町村に及

び，避難した人数は，警戒区域（福島第一原発から半径２０ｋｍ圏）で約７万

８０００人，計画的避難区域（２０ｋｍ以遠で年間積算線量が２０ｍＳｖに達

するおそれがある地域）で約１万１０人，緊急時避難準備区域（半径２０～３

０ｋｍ圏で計画的避難区域及び屋内避難指示が解除された地域を除く地域）

で約５万８５１０人，合計では約１４万６５２０人に達した151。避難の過程で

は多くの混乱が生じ，医療施設の入院患者ら少なくとも６０名が死亡した152。

                         
149 「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19640527001/t19640527001.html 
150 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）３４９～３５０頁 
151 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）３５１頁 
152 「国会事故調報告書」（ＷＥＢ版）３８１頁 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19640527001/t19640527001.html
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これらの極めて悲惨な事態は，上記立地審査指針の基本的考え方を適切に踏

まえ，いかに最悪の事故が起きようと周辺住民に危険が及ばないよう，そのよ

うなリスクが仮想的にでも考えられる場所にはそもそも原子炉を設置しない

こととしていれば，確実に防ぐことができたはずのものである。 

  福島第一原発事故の教訓からすれば，少なくとも抽象的なレベルとしての

立地審査指針の基本的考え方そのものは，今なお周辺住民への被害を防ぐた

めに重要な観点である。 

３ 具体的な適用場面における甘い事故想定 

ただ，従来の立地審査指針は，具体的な適用場面において，重大事故や仮想

事故について極めて甘い事故想定をしていたために，これまではほとんど有

意義な機能を果たしていなかった。甘い基準で重大事故や仮想事故を想定し

ていたために，非居住区域や低人口地帯であるべき範囲は原発敷地内にとど

まるという不合理な結論になり，「考え方の要旨」４（甲 481 の 259p）のよう

に，既許可の施設には立地不適の原子炉は無いと判断されていた。 

従来の立地審査指針において極めて甘い事故想定がなされていた理由に関

して，元原子力安全委員会委員長の班目春樹氏は，次のように述べている153。 

１９６４年に制定され８９年に改訂された『原子炉立地審査指針及びそ

の適用に関する判断の目安について』というものがあります。通常「立地審

査指針」と言われているものです。原発を新設する時，その場所に建設して

いいか，適地なのかを判断する基準です。 

その中身は，単純化していうと，原発を立地するには，災害が起きそうも

ない場所を選び，仮に大きな事故が起きたとしても，放射性物質の漏出で影

響が及ぶ範囲には大勢の人が住んでいないこと，というものです。 

私は事故前から「これはおかしい」と思っていました。本当に安全性の確

保につながる指針かと疑っていたので，「原安委として，抜本的に見直すべ

きだ」とあちこちで発言していました。 

電力会社は，原発新設の前に設置許可申請書を提出しますが，その中に，

「立地審査指針が満たされている」と必ず記されている。さらに，「最悪の

場合に起きるかもしれない事故(重大事故)で放射性物質が飛散する範囲に

は人は住んでおらず(非居住区域)，重大事故を超えるような，起きるとは考

えられないような事故(仮想事故)でも，放射性物質が飛散する範囲には，殆

ど人は住んでいない(低人口地帯)」とも書いてあります。これはつまり，「ど

んな事故があっても，影響は敷地外に及ばない」という申請書なのです。ど

                         
153 岡本孝司「証言 班目春樹 原子力安全委員会は何を間違えたのか？」１４３～１４

４頁 
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うして，最悪の重大事故でも影響は敷地内にとどまるのかというと，影響が

敷地内にとどまるよう逆に考え事故を設定しているからです。 

要は「本末転倒」ということです。しかし，実際，福島原発事故では，敷

地を超えて放射性物質が飛散しました。立地審査指針を満たしていれば，こ

んなことは起きないはずでした。」 

また，班目氏は，国会事故調の第４回委員会でも，「甘々な評価をして」等

と発言している154（甲 481 の 264p 以下）。 

すなわち，従来の立地審査指針は，抽象的理念としては重要な観点を提示し

ていたものの，その具体的な適用場面において，影響は敷地内にとどまるとい

う結果になるように逆算
、、

されていたと規制機関のトップの専門家でさえ考え

てしまうほど，不合理な事故想定がされており，その結果として，原子力規制

において有意な役割を果たすことができていなかったのである。 

このように旧規制機関が原則的立地条件①の審査を懈怠していたのである

から，原子力規制委員会にはこの点の真摯な見直しが求められているのであ

り，その際には最新の科学的技術的知見が用いられるべきであって，それが

原子炉の位置についてもバックチェックを要求している改正原子炉等規制法

の趣旨というべきである。 

しかし後述のとおり，現在原子力規制委員会が行っている適合性審査では，改正

法の趣旨を十分に踏まえたものとは到底言えない。 

４ 現在における立地審査指針の位置づけ 

「考え方」は，「原則的立地条件①」は損傷防止策の評価の中でも考慮されて

いると指摘しているが，施設そのものの損傷防止策と立地審査指針は，役割の

異なる次元の違う話であり，代替できるものではない。 

すなわち，立地審査指針の「原則的立地条件」は，原子炉が「事故を起こさ

ないように設計，建設，運転及び保守を行わなければならないことは当然のこ

と」と前置きしたうえで，「なお万一の事故に備え，公衆の安全を確保するた

めに」設けられている条件である（立地審査指針１．１柱書参照）。 

つまり，「原則的立地条件」は，原子炉に万全の損傷防止策等が施されてい

ることを前提にして，なお立地の観点から周辺住民の安全を図るべきとする

考え方である。立地の問題を損傷防止策に置き換えるという考え方は，上記の

ような「原則的立地条件」の基本的な理念に整合しない。 

立地の問題を損傷防止策に置き換えるという考え方は，いかなる自然現象

等が起きたとしても原子炉の損傷防止策は必ず存するという虚構を前提とし

                         
154 「国会事故調会議録」７６～７７頁 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/pdf/naiic_kaigiroku.

pdf 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/pdf/naiic_kaigiroku.pdf
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/pdf/naiic_kaigiroku.pdf
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ており，これは一種の逆算である。 

原則的立地指針②，③についても同様である（甲 481 の 269p 以下）。 

原子力防災対策としての立地審査は，避難計画等の他の原子力防災対策に

はない固有の意義があり，他の原子力防災対策があることによって直ちにそ

の役割がなくなることにはならない。 

５ 過酷事故対策や原子力防災の強化によって立地審査指針が不要となったと

する考え方は，法や国際基準とも整合しない。 

 (1)法律違反 

改正前の原子炉等規制法２４条１項４号は，原子炉の「位置」が「災害の

防止上支障がないものであること」を求めており，その具体的基準となって

いたのが立地審査指針であった。そして，その立地審査指針は，「原則的立

地条件」の中で，原子炉と周辺住民の「離隔」を明確に求めていた。 

その後，福島第一原発事故の教訓を踏まえ平成２４年に原子炉等規制法

が改正された際も，原子炉が災害の防止上支障がないものであるかどうか

の適合性審査の考慮要素の中の「位置」の文言は削除されなかった（同法第

４３条の３の６・１項４号）。 

福島第一原発事故で我々は，原子炉そのものの事故対策が功を奏さず，放

射性物質が原子炉敷地を超えて広範囲に飛散する現実を目の当たりにした。

その上で，改正原子炉等規制法は，従前離隔要件として解されていた「位置」

の文言を削除しなかったのであるから，改正原子炉等規制法は，従前通り原

子炉と周辺住民の離隔を考慮すべきことを求めていると考えるのが自然で

ある。福島第一原発事故の教訓を踏まえるのであれば，国民の生命・身体の

安全確保を図るという理念の下，従来の恣意的な事故想定を正して少なく

とも福島第一原発事故の現実を踏まえた想定によって立地を審査する規則

を策定することを原子力規制委員会に義務付けているというのが素直な法

解釈である。 

(2)確立された国際基準違背 

ＩＡＥＡ安全基準では，「個別安全要件」として，「原子力発電所の安全」

とは別個に，「原子炉等施設の立地評価」が求められており，「安全要件」

（Safety Requirements）として，「原子炉等施設の立地評価」（Site 

Evaluation for Nuclear Installations）（ＮＳ－Ｒ－３（Rev.1））155が策

定されている。その 2.26 以下では「人口と緊急時計画の考慮についての基

準」（CRITERIA DERIVED FROM CONSIDERATIONS OF POPULATION AND EMERGENCY）

                         
155「原子炉等施設の立地評価」（Site Evaluation for Nuclear Installations）（ＮＳ－

Ｒ－３（Rev.1）） 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1709web-84170892.pdf  

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1709web-84170892.pdf
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が規定され，立地の際には人口分布や複合災害時を含む緊急時対応計画の

実現可能性が考慮されるべきことが規定されている。 

すなわち，放射性被害からの安全の確保は，施設そのものの防護のみで図

られるのではなく，その前段階としての「立地評価」においても図られるべ

きものであるという視点を提示している。アメリカ原子力規制委員会も同

様である（甲 481 の 271p） 

   改正原子力基本法２条は安全確保の上で確立した国際的な基準を踏まえ

るべきことを規定しているところ，前記の国際基準から考えれば，立地審査

は現在の原子力規制においても必要とされているものであり，立地審査を

廃止することを肯定する法的根拠は見受けられない。 

６ 原子力規制委員会の「考え方」が本末転倒な不合理なものであること 

「考え方」では，従来の立地審査指針が原子力防災に役立つものではなかった

ということを指摘するが（甲 481 の 274p），それはそもそも「甘々な」（班目

氏発言）誤った事故想定をしていたことが原因なのであって，原子力防災のこ

とを考慮した立地審査を行おうとする立地審査指針自体が不合理であるはず

がない。 

  福島第一原発事故の教訓を踏まえれば，本来の立地審査指針が求めるよう

な，技術的見地からは起こるとは考えられない事故（＝仮想事故）を真摯に想

定し，真に実効性のある緊急時計画を策定しておくことは極めて重要である。 

  そして，とりわけ周辺住民の避難については，実現性の疑わしい机上の避難

計画などではなく，真に実効性のある万全の措置が講じられるべきであり，立

地審査を前提として初めて効果的な対策ができるというべきである。 

例えば，高齢者や障がい者等の避難が容易でない者の施設が多数立地する

地域には，原子炉施設をそもそも設置しないとすれば，避難することそれ自体

が心身に多大な悪影響となる避難困難者をより確実に保護することができる。

現在の原子力災害対策指針は実現可能とはとても言えない段階的避難計画を

各自治体に立てさせているが，立地審査指針にあるように，避難を必要とする

範囲内の住民を少人数とすれば，実現困難な計画を立てさせずに済む。周辺に

あまりに多くの人口が分布する原発，多数の住民が居住する離島の周辺にあ

る原発や，半島の付け根にある原発等は，住民の避難の困難性に鑑みて，立地

を根本的に見直すべきことになる。 

立地審査指針は原子力防災に一定の効果があることは「考え方」も認めると

ころであり，しかも「位置」の考慮は法律上の要請である。そうであれば，福

島第一原発事故の教訓を踏まえた立地審査の基準が策定されていない以上，

審査は不合理というべきであり，人格権侵害の現実的危険性を生じさせるも

のである。 
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  なお，「考え方」は，国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の２００７年勧告

を引用して，立地審査指針が考慮した集団線量が社会的影響の考慮としては

不適切であり，福島原発事故を踏まえ半減期の長い放射性物質の総放出量と

いう観点からの規制が合理的だと主張している（甲 481 の 279p）。 

 この点，立地審査指針における社会的影響を集団線量で考えることが不合

理であるかどうかは判然としないが，上記を前提としても，立地審査指針にお

いて社会的影響を考慮した離隔要件を設けること自体が不合理であるという

考え方には結びつかず，この点からも「考え方」は非論理的である。 

７ 小括 

 福島原発事故の教訓に照らし，立地審査基準（現在でも廃止されたわけでは

ない）によって「非居住区域」とすべき本件原発の周辺地域には，現実には多

数の人々が居住している。さらに，「低人口区域」とすべき地域には，多くの

大都市が含まれ，夥しい数の人々が居住している（詳細は控訴審第 30 準備書

面）。よって，立地審査基準の一点をとってみても，本件原発の設置（変更）

に許可を出すのは違法であり，このことは民事訴訟上も，一審原告らに人格権

侵害の具体的危険があることを意味する。 

以上 

      

以 上 


